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第１章 芽室町都市公園ストック再編計画の概要 

1-1 芽室町都市公園ストック再編計画策定の背景と目的 

芽室町は、帯広圏都市計画区域内の一都市として、これまで合理的な土地利用や

計画的な市街地整備、都市施設整備に取り組んできており、この結果一人当たりの公

園緑地面積が４１．８９㎡となり、北海道全体の３９．３㎡、全国の１０．５㎡を上回るもの

となっています。（「芽室町緑の基本計画」より） 

一方で、人口減少や少子高齢化社会の進行、ＩＴ技術社会の進展、地震や大雨等の

相次ぐ災害の発生などにより社会経済情勢は大きく変化しており、今後は安全・安心の

社会づくりを進め、子育て支援環境や健康長寿命化社会の構築を図ることが必要であ

り、このため多様で高度化するニーズに的確に応えることができる都市施設の整備を図

ることが重要となります。 

また、人口減少による税収の伸び悩みや社会福祉関連経費の増加に伴う町財政の

逼迫が懸念されているところであり、町が所有する公共建築物や道路、橋梁などのイン

フラ施設の適切な維持管理や更新などによりコスト縮減を図っていくことが必要となって

います。 

このようなことから、都市基盤施設の一つである公園緑地についても地域の特性や公

園施設の老朽化などを勘案し、その位置付けや公園緑地機能を明確にすることにより、

集約再編の検討を含め、適正配置や機能変更に取り組み、長期的に安定した維持管

理を図ることが必要であるため、「芽室町都市公園ストック再編計画」を策定するもので

す。 
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1-2 芽室町都市公園ストック再編計画の位置付け 

「芽室町都市公園ストック再編計画」は、町政の基本かつ総合的な運営指針である

「第５期芽室町総合計画」をはじめとし、北海道が策定する「帯広圏都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針」に即し策定された「芽室町都市計画マスタープラン」や「芽

室町立地適正化計画」のほか、「芽室町緑の基本計画」や「芽室町公園施設長寿命化

計画」、「芽室町公共施設等総合管理計画」など、上位・関連計画との整合を図り、一

体性が確保された計画として策定を進めます。 
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1-3 芽室町都市公園ストック再編計画の策定期間と策定の流れ 

 本計画は、２０２４（令和６）～２０２５（令和７）年度を策定期間とします。 

策定の流れは次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芽室町の現状 
○⼈⼝の動態 
○公園の現況把握 

上位・関連計画の整理 

市⺠アンケートの実施 
○公園の利⽤状況やニーズの把握 

芽室町都市公園ストック再編計画の基本⽅針と目標の設定 

再編の⽅向性（再編フローの設定） 

ストック再編の優先度の抽出 
 ○経過年数からの評価 
 ○誘致圏内の公園の充⾜状況からの評価 
 ○周辺施設機能の集積（ポジティブチェック）からの評価 

パブリックコメントの実施 

芽室町都市公園ストック再編計画の策定 

令 

和 

６ 

年 

度 

令 

和 

７ 

年 

度 

公園整備⽅針の検討 
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1-4 計画策定の体制 

本計画の策定にあたっては、以下のとおりの体制とし、アンケートなどにより町民の意

向を把握するとともに、適宜町議会、町、都市計画審議会などに報告します。 
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1-5 計画の対象とする公園 

本計画では、都市計画法に基づき都市計画決定された公園・緑地で町が設置するも

の及び町が設置する公園・緑地で都市計画決定されていないものを対象とし、そのうち

既に供用開始されている５２箇所の公園・緑地を対象とします。 

（次ページ公園位置図を参照） 

また、新嵐山スカイパークについては、２０２５（令和７）年度に都市計画公園となる予

定であることから、本計画の対象公園として位置づけます。ただし、同公園の具体的な

整備方針に関しては、別途「公園施設長寿命化計画」を策定し、同計画に基づき推進

します。なお、次期「都市公園ストック再編計画」の策定（見直し）時には、新嵐山スカイ

パークを含めた一体的な計画として整理・検討を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種 類 種  別 内     容 公園数
都市計
画決定

街区公園
主として街区内に居住する者の利⽤に供することを目的とする公園で１箇所当たり⾯積
0.25haを標準として配置する。

27 16

近隣公園
主として近隣に居住する者の利⽤に供することを目的とする公園で１箇所当たり⾯積２haを
標準として配置する。

5 4

地区公園
主として徒歩圏内に居住する者の利⽤に供することを目的とする公園で１箇所当たり⾯積４
haを標準として配置する。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園（カントリ－
パ－ク）は、⾯積４ha以上を標準とする。

2 1

総合公園
都市住⺠全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利⽤に供することを目的とする公
園で都市規模に応じ１箇所当たり⾯積10〜50haを標準として配置する。 1 1

運動公園
都市住⺠全般の主として運動の⽤に供することを目的とする公園で都市規模に応じ１箇所当
たり⾯積15〜75haを標準として配置する。

- -

広域公園
主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ－ション需要を充足することを目的とす
る公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに１箇所当たり⾯積50ha以上を標準とし
て配置する。

- -

レクリエー
ション都市

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ－ション需要を
充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、⾃然環境の良好な地域を主体に、大
規模な公園を核として各種のレクリエ－ション施設が配置される一団の地域であり、大都市
圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置す
る。

- -

主として一の都府県の区域を超えるような広域的な利⽤に供することを目的として国が設置
する大規模な公園にあっては、１箇所当たり⾯積おおむね300ha以上を標準として配置す
る。国家的な記念事業等として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を
有するように配置する。

- -

特殊公園 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。 - -

緩衝緑地
大気汚染、騒⾳、振動、悪臭等の公害防⽌、緩和若しくはコンビナ－ト地帯等の災害の防⽌
を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮
断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。

- -

都市緑地

主として都市の⾃然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられてい
る緑地であり、１箇所あたり⾯積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等に
おいて良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加⼜は回復させ都市環境
の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画
決定を⾏わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)

17 3

緑道

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的とし
て、近隣住区⼜は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯及び歩⾏者路⼜は⾃転⾞
路を主体とする緑地で幅員10〜20ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンタ－、駅
前広場等を相互に結ぶよう配置する。

- -

注) 近隣住区＝幹線街路等に囲まれたおおむね1km四方(⾯積100ha)の居住単位

住区基
幹公園

都市基
幹公園

大規模
公園

国営公園

緩衝緑
地等
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1-6 住民アンケートの実施 

公園の利用状況や公園に対する今後の考え方などを把握するため、町民や子どもを

対象としたアンケートを実施しました。 

・大 人：町内会を通じ周知依頼しました  対象者数 3,481 人 

・子ども：小中学生を対象に各学校を通じ周知依頼しました  対象者数 1,489 人 

・その他：LINE 登録者数に対し周知依頼しました  対象者数 6,300 人 

 

・調査方法  ＷＥＢアンケート方式による回答を基本としました（一部、直接回答方式

あり） 

・実施時期  令和 6 年 12 月 9 日～令和 7 年 1 月 4 日 

 

（次ページ 町民向けアンケート案） 
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1-7 個別公園カルテの作成 

現行の公園管理台帳の充実に加え、公園内のみならず公園周辺の公共公益施設の

立地状況やイベント等の活用状況、他計画での位置付け、現状の評価・課題、今後の

整備方向など総合的な情報をカルテとしてまとめ、公園・緑地の再編検討や適正な維

持管理の構築に資するものとします。 
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第２章 公園等の現状と課題 

2-1 町全域の現状 

2-1-1 人口 
平成２２年をピークに減少傾向にあります。 
老齢人口が増加傾向にあり、人口の３０％に達しています。 
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2-1-2 人口分布 
人口は市街地に集中しており、郊外人口は少なくなっています。 
郊外の中では、帯広市に近い北伏古が比較的人口が多くなっています。 
年少人口を見ると、郊外の人口比率はさらに少なくなっています。 
６５歳以上の老齢人口分布は、年少人口よりも郊外の人口分布が全体的に多めであ

り、主に北伏古で多くなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

芽室町住民基本台帳 R6.6 

人口分布図（郊外） 
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人口分布図（郊外） 
（1～14歳） 

芽室町住民基本台帳 R6.6 

人口分布図（郊外） 
（65歳以上） 
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市街地の人口分布について見ると、弥生中央町が一番多く、青葉東、愛生町、錦町
や、東めむろ第２、第３が多くなっています。 
年少人口では、弥生中央町、緑町東が多くなっています。 
老齢人口では、東めむろ地区は少なめになっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

芽室町住民基本台帳 R6.6 

人口分布図（市街地） 
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人口分布図（市街地）
（1～14歳） 

芽室町住民基本台帳 R6.6 

人口分布図（市街地）
（65歳以上） 
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2-1-3 将来推計人口 
国立社会保障・人口問題研究所（以下 社人研）の将来推計人口では、５年で約

４％の人口減少が続くとされています。 
１５歳未満の年少人口は、２０２０年を基準として、２０３０年には３０％減となり、以降

も減少が続くとされています。 
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市街地の将来人口分布を見ると、現状と比べ東めむろ地区は変化がありませんが、
市街地中心部を中心に人口減少が進むと推計されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2国調対応版）」で算出 

用 

R2国勢調査 

人口分布図（令和 2年） 

人口分布図（令和 32年） 
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年少人口は全体的に減少傾向で、市街地中心部の空白が多くなると推計されていま 
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2国調対応版）」で算出 

用 

R2国勢調査 

人口分布図（令和 2年） 
（0～14歳） 

人口分布図（令和 32年） 
（0～14歳） 
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老齢人口は東めむろ地区が増加傾向で、市街地中心部が減少傾向と推計されてい
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V3（R2国調対応版）」で算出 

用 

R2国勢調査 

人口分布図（令和 2年） 
（65歳以上） 

人口分布図（令和 32年） 
（65歳以上） 
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2-1-4 公園 
計画の対象となる公園や緑地は、その多くが市街化区域内およびその周辺に位置し

ています。 
一方、郊外においては、芽室南小学校に隣接する南多目的運動公園と上美生公園

の２箇所のみとなっています。 
誘致距離の観点から見ると、市街地については概ね網羅されていますが、街区公園

に限定した場合、一部に空白地帯が存在しています。 
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公園一覧 
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都
市
公
園
誘
致
距
離
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）
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公
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・
緑
地
）
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0  
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公
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の
あ
る
公
園
）
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2-2 地域別の現状 

2-2-1 芽室中央地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中心市街地 
計画公園５２公園のうち４０公園がこの地域にあります。 
北側に芽室公園、南側に芽室南公園があり、西側には近隣公園であるピウカ公園、

芽室西運動公園があり、パークゴルフ場になっている緑地も２か所あります。 
遊具を備える公園は、ＪＲの北側が１４か所、南側が７か所の計２１か所あります。 
 

番号 公園名 公園種類 
施設経

過年数 

公園

施設

設置

数 

主な施設 

1 緑栄児童公園 街区公園 42 17 児童遊具、健康遊具 

2 西町児童公園 街区公園 34 15 幼児遊具、児童遊具、健康遊具 

3 緑町児童公園 街区公園 46 14 幼児遊具、児童遊具 

4 西園児童公園 街区公園 50 24 幼児遊具、児童遊具 

5 大和児童公園 街区公園 47 18 幼児遊具、児童遊具 

6 幸町児童公園 街区公園 50 5 防災倉庫 

7 柏木児童公園 街区公園 50 18 児童遊具、防災倉庫 

8 弥生北町児童公園 街区公園 39 17 幼児遊具、児童遊具 

9 弥生中央公園 街区公園 - 1 広場 
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番号 公園名 公園種類 
施設経

過年数 

公園

施設

設置

数 

主な施設 

10 弥生児童公園 街区公園 43 33 幼児遊具 

11 弥生東公園 街区公園 19 11 幼児遊具 

12 ひばり児童公園 街区公園 52 26 幼児遊具、児童遊具、防災倉庫 

13 美生川沿運動広場 街区公園 43 13 ソフトボール広場、テニスコート 

14 美園児童公園 街区公園 53 20 幼児遊具、児童遊具 

15 麻生東児童公園 街区公園 36 7 児童遊具 

16 麻生児童公園 街区公園 54 12 幼児遊具、児童遊具 

17 錦町児童公園 街区公園 49 20 幼児遊具、児童遊具、健康遊具 

18 錦町西児童公園 街区公園 28 3 児童遊具 

19 花園西児童公園 街区公園 50 8 幼児遊具、児童遊具 

20 南が丘児童公園 街区公園 32 21 幼児遊具、児童遊具 

21 南町児童公園 街区公園 44 87 幼児遊具、児童遊具 

22 南が丘南街区公園 街区公園 26 16 幼児遊具、児童遊具 

25 青葉緑地公園 街区公園 - 5 - 

26 あいあい公園 街区公園 10 52 児童遊具、災害時トイレ 

27 イリス公園 街区公園 2 39 幼児遊具、児童遊具 

28 芽室公園 総合公園 56 259 広場、野球場、テニスコート、園路、噴水、児童遊具 

29 ピウカ公園 近隣公園 41 53 幼児遊具、児童遊具、防災倉庫 

33 芽室西運動広場 近隣公園 -   サッカー場 

34 芽室南公園 地区公園 25 22 幼児遊具、児童遊具 

36 ピウカ緑地公園 緑地 -   広場 

37 ピウカ緑地 緑地 33 37 児童遊具 

38 芽室霊園緑地公園 緑地 36 4 広場 

39 錦町中央緑地公園 緑地 51 1 広場 

40 錦町緑地公園 緑地 51 1 広場 

41 中央緑地公園 緑地 36 14 広場 

42 東栄緑地公園 緑地 - 1 広場 

43 美生川河川敷公園 緑地 31 11 広場 

44 弥生緑地公園 緑地 43 4 広場 

51 緑町緑地 緑地 10 3 広場 

52 南町緑地 緑地   1 広場 
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芽室中央地域 公園位置 
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2-2-2 芽室東地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東めむろ地区・東工業団地 
計画公園５２公園のうち１０公園がこの地域にあります。東めむろ地区には街区公園

が２か所、近隣公園が１か所、緑地が３か所あります。 
東工業団地は近隣公園が２か所と緑地が２か所あります。東工北１公園はパークゴ

ルフ場になっており、他は広場となっています。 
 

  

番号 公園名 公園種類 
施設経

過年数 

公園
施設
設置
数 

主な施設 

23 松林公園 街区公園 18 92 幼児遊具、児童遊具 

24 たいせい公園 街区公園 17 23 幼児遊具、児童遊具 

30 東工北１公園 近隣公園 31 14 広場（パークゴルフ） 

31 東工北２公園 近隣公園 27 36 幼児遊具 

32 芽室東公園 近隣公園 18 316 幼児遊具、児童遊具 

45 大成緑地公園 緑地 - 2 広場 

46 東工西１７号緑地公園 緑地 35 4 広場 

47 東工北緑地公園 緑地 25 14 広場 

49 大成緑地 緑地 17 13 園路 

50 会館緑地 
 

緑地 17 3 園路 
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芽室東地域 公園位置 
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2-2-3 その他地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
新生・上美生 
芽室南小学校に隣接する南多目的運動公園と緑地である上美生公園の２公園のみ

となっています。十勝川の北側には公園はありません。 
どちらの公園においても遊具はありません。 

 

番号 公園名 公園種類 
施設経

過年数 

公園
施設
設置
数 

主な施設 

35 南多目的運動公園 地区公園 30 21 多目的運動広場 

48 上美生公園 緑地 23 5 広場、園路 
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その他地域 公園位置 



－ 31 － 

2-3 アンケートの調査結果 

2-3-1 アンケート調査の概要 

 

１）周知数 

大 人（高校生～70 代以上対象）   ：3,481 件 

子 ど も（小学生・中学生対象）   ：1,489 件 

そ の 他（町 LINE 登録者数：上記と一部重複あり） ：6,300 件 

  計：11,270 件 

 

２）回答数 

大 人   ：  533 件 

子 ど も   ：1,229 件 

 

３）集計結果の主なもの 

 

①町民から良い・好きと思われている公園 

順位 大人 件数 子ども 件数 

１ 芽室公園 220 芽室公園 403 

２ 芽室南公園 86 芽室南公園 167 

３ あいあい公園 14 あいあい公園 163 

 

②公園に重要（大切）と思う事項 

順位 大人 件数 子ども 件数 

１ 
子どもの遊び場の 

充実 
418 

小さな子どもでも 

楽しめること 
818 

２ 
避難場所など 

防災機能の向上 
282 

遊具がたくさんあるこ

と 
581 

３ 自然環境の保全 264 安全なこと 494 
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４）まとめ 

 

以上の集計結果から、芽室町民の公園に対する意識は以下のとおりです。 

 

◯ 近隣の公園利用率は、町民全体ではそれほど高くありませんが、小・中学生に

ついては約半数が日常的に利用していることが明らかになりました。 

 

◯ 利用頻度・人気ともに高いのは、小・中学生、大人ともに「芽室公園」「芽室南

公園」「あいあい公園」であり、これら ３ 公園が本町の核となる主要公園である

ことが確認されました。中でも「芽室公園」は世代を問わず非常に高い支持を得

ており、本町を代表する公園と言えます。 

 

◯ 地域にある小規模な児童公園や緑地は、主に周辺住民によって利用されてい

ます。一方で、特色のある「イリス公園」「ピウカ公園」「芽室東公園」は市街地の

広範囲から利用されています。また、「柏木児童公園」「弥生児童公園」「南町

児童公園」といった比較的面積の広い児童公園についても、一般的な街区公園

に比べて広範囲からの利用が確認されました。 

 

◯ 住民ニーズについては、小・中学生、大人ともに「遊具」や「遊び場」に関する意

見が多く、充実を求める声が顕著でした。加えて、大人からは「自然環境」や「防

災機能」に対しても高い関心が寄せられています。 

 

◯ 今後の再整備・再編に向けては、町外からの来訪も期待できる「芽室公園」の

整備や、地域の核となる児童公園を中心とした再編が考えらます。ただし、「ベン

チだけでも残してほしい」といった意見もあることから、具体的な検討にあたっては、

引き続き住民との対話を重ねていく必要があります。 
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2-3-2 集計結果（大人） 

【問１】あなた（回答者）について教えてください。 

 

１-１．お住まいはどちらですか。（該当する地域を◯で囲んでください） 

整理 NO 地名 
回答数 
（件数） 整理 NO 地名 

回答数 
（件数） 

1 本町 4 44 東めむろ第１ 13 

2 中央町 2 45 東めむろ第２ 15 
3 大町 7 46 東めむろ第３ 19 
4 旭町 11 47 東めむろ第４ 2 

5 愛生町 12 48 元町 0 
6 栄町 0 49 上美生町 1 
7 幸町 4 50 新祥栄町 0 

8 柏木町 3 51 西芽室 1 
9 曙町 5 52 中島 0 

10 北町 4 53 高岩 3 

11 東町 6 54 美生 6 
12 寿町 6 55 報国 0 
13 五条町 9 56 渋山 0 

14 一心町  15 57 渋山南 0 
15 東栄東 17 58 新美生 1 
16 東栄西 17 59 上美生 2 

17 麻生町 9 60 西伏美 1 
18 新工町 8 61 東伏美 1 
19 西園町 5 62 雄馬別 0 

20 泉町 3 63 上伏古 0 
21 泉町東 0 64 共栄 0 
22 睦町 26 65 明友 0 

23 緑町西 16 66 坂の上 0 
24 緑町東 25 67 博進 0 
25 西町 7 68 栄 0 

26 西工町 1 69 新生 3 
27 錦町 25 70 中伏古 1 
28 錦町西 14 71 北伏古 1 

29 桜木町 11 72 大成 0 
30 美園 15 73 下美生 0 
31 花園町西 1 74 芽室太 1 

32 花園町中央 5 75 毛根 1 
33 花園町東 3 76 関山 1 
34 南町 14 77 上関山 1 

35 南が丘 22 78 祥栄 1 
36 南が丘東 10 79 平和 0 
37 南が丘西 14 80 北明 1 

38 弥生中央町 28 81 西士狩 4 
39 弥生西町 14 82 国見 1 
40 弥生北町 5 83 美蔓 2 

41 青葉東 26 84 上芽室 0 
42 青葉西 15 85 報徳 1 
43 日甜 4 86 新朝日 1 

   計  533 
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１-２．年齢を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 
回答数 

（件数） 

10 歳代 7 

20 歳代 29 

30 歳代 83 

40 歳代 109 

50 歳代 108 

60 歳代 120 

70 歳代以上 77 

計 533 

10 歳代

1% 20 歳代

5%

30 歳代

16%

40 歳代

21%

50 歳代

20%

60 歳代

23%

70 歳代以上

14%

回答者のうち、生産人口（１０歳代～５０歳代）は６３％であり、過半数を占めている。一方、

老年人口（６０歳代～７０歳代以上）は３７％となっている。 
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【問２】ご近所の公園の利用状況についてお答えください。 

 

２-１．ご近所に公園はありますか？ 

 

NO 公園名 
回答数

（件数） 
NO 公園名 

回答数 

（件数） 

1 緑栄児童公園 7 31 東工北２公園 0 

2 西町児童公園 7 32 芽室東公園 17 

3 緑町児童公園 11 33 芽室西運動広場 0 

4 西園児童公園 1 34 芽室南公園 58 

5 大和児童公園 16 35 南多目的運動公園 2 

6 幸町児童公園 1 36 ピウカ緑地公園 0 

7 柏木児童公園 16 37 ピウカ緑地 3 

8 弥生北町児童公園 6 38 芽室霊園緑地公園 1 

9 弥生中央児童公園 6 39 錦町中央緑地公園 2 

10 弥生児童公園 36 40 錦町緑地公園 3 

11 弥生東公園 22 41 中央緑地公園 2 

12 ひばり児童公園 30 42 東栄緑地公園 2 

13 美生川沿運動公園 1 43 美生川河川敷公園 3 

14 美園児童公園 17 44 弥生緑地公園 0 

15 麻生東児童公園 6 45 大成緑地公園 0 

16 麻生児童公園 9 46 東工西 17 号緑地公園 0 

17 錦町児童公園 28 47 東工北緑地公園 0 

18 錦町西児童公園 16 48 上美生公園 5 

19 花園西児童公園 0 49 大成緑地 2 

20 南が丘児童公園 16 50 会館緑地 0 

21 南町児童公園 18 51 緑町緑地 0 

22 南が丘南街区公園 11 52 南町緑地 0 

23 松林公園 20 - 公園なし 13 

24 たいせい公園 20 - 他市町村 1 

25 青葉緑地公園 5 - 不明 10 

26 あいあい公園 35 - 記載なし 9 

27 イリス公園 37 計  622 

28 芽室公園 59    

29 ピウカ公園 30    

30 東工北１公園 0    

 

回答者のご近所に公園については、芽室公園が５９人、芽室南公園が５８人と突出して多く

なっているが、これについては好意がある公園の要素が入っていると推測される。 
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２-２．その公園をどのくらい利用していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数（件数） 

毎日 17 

週２～３回 58 

週１回 61 

月１回 119 

ほとんど利用していない 277 

その他 1 

計 533 

毎日

3%

週２～

３回

11%

週１回

12%

月１回

22%

ほとんど利

用していな

い

52%

その他

0%

回答者のうち、「ほとんど利用していない」と回答したものが５２％を占めており、過半数

を超えている。公園の日常的な利用が行われていないことがわかる。 

また、日常的に利用をしていると思われる「毎日」、「週に２～３回」、「週１回」を合わ

せると２６％、ある程度公園を利用していると思われる「月１回」は２２％となっている。 



－ 37 － 

２-５．その公園ではどのようなことをしていますか？（いくつでも◯をつけてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選 択 肢 回答数（件数） 

子どもが遊んでいる 193 

休憩 54 

おしゃべり 26 

運動 80 

散歩 174 

緑や自然とのふれあい 64 

町内会等の行事やイベントへの参加 99 

その他 38 

公園を利用しない 149 

36

10

5

15

33

12

19

7

28

0 10 20 30 40

子どもが遊んでいる

休憩

おしゃべり

運動

散歩

緑や自然とのふれあい

町内会等の行事やイベントへの参加

その他

公園を利用しない

公園の利用内容については、「子どもが遊んでいる」と「散歩」がそれぞれ３０％を

超えており、子どもと高齢者の利用が多いことが予想される。 

また、その他の回答では、「犬の散歩」と答えたものが１２名おり、実際の散歩目

的の利用はもう少し高いことが予想される。 

（単位：％） 
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２-６．その公園を利用する際に使用している施設はどれですか？ 

（いくつでも◯をつけてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選 択 肢 回答数（件数） 

遊具 173 

広場 196 

休憩施設（ベンチ・あずまや等） 145 

スポーツ施設 14 

その他 40 

公園を利用しない 169 
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32

0 10 20 30 40

遊具

広場

休憩施設（ベンチ・あずまや等）

スポーツ施設

その他

公園を利用しない

公園の利用施設については、「遊具」、「広場」、「休憩施設」がそれぞれ約３０％

の回答を得ており、公園の重要な施設であることがうかがえる。 

（単位：％） 
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【問３】芽室町全体の公園についてお聞かせください。 

 

３-１．問２以外に芽室町内で利用する公園はありますか？（いくつでも結構です） 

 

NO 公園名 
回答数

（件数） 
NO 公園名 

回答数

（件数） 

1 緑栄児童公園 6 31 東工北２公園 2 

2 西町児童公園 4 32 芽室東公園 28 

3 緑町児童公園 6 33 芽室西運動広場 4 

4 西園児童公園 3 34 芽室南公園 117 

5 大和児童公園 3 35 南多目的運動公園 0 

6 幸町児童公園 0 36 ピウカ緑地公園 3 

7 柏木児童公園 14 37 ピウカ緑地 2 

8 弥生北町児童公園 0 38 芽室霊園緑地公園 2 

9 弥生中央児童公園 0 39 錦町中央緑地公園 0 

10 弥生児童公園 17 40 錦町緑地公園 1 

11 弥生東公園 3 41 中央緑地公園 1 

12 ひばり児童公園 5 42 東栄緑地公園 0 

13 美生川沿運動公園 0 43 美生川河川敷公園 4 

14 美園児童公園 2 44 弥生緑地公園 0 

15 麻生東児童公園 2 45 大成緑地公園 1 

16 麻生児童公園 0 46 東工西 17 号緑地公園 0 

17 錦町児童公園 1 47 東工北緑地公園 0 

18 錦町西児童公園 0 48 上美生公園 1 

19 花園西児童公園 0 49 大成緑地 2 

20 南が丘児童公園 3 50 会館緑地 0 

21 南町児童公園 13 51 緑町緑地 0 

22 南が丘南街区公園 0 52 南町緑地 0 

23 松林公園 1 - 全公園 1 

24 たいせい公園 1 - 利用公園なし 53 

25 青葉緑地公園 1 - その他施設 2 

26 あいあい公園 54 - 他市町村 14 

27 イリス公園 34 - 不明 22 

28 芽室公園 277 - 記載なし 79 

29 ピウカ公園 31 計  820 

30 東工北１公園 0    
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３-２．その中で特に良いと思う公園はどこですか？ 

 

順位 （NO）公園名 回答数（件数） 

１ (28)芽室公園 220 

２ (34)芽室南公園 86 

３ (26)あいあい公園 14 

４ (29)ピウカ公園 13 

５ (32)芽室東公園 10 

 

 

 

  

芽室公園は町内の公園の中で特に人気のある公園であることがわかる。回答数は２２０とな

っており、回答者の４１％が芽室公園を「良い公園」として評価している。 

次点の芽室南公園は回答数８６で回答者の１６％から評価を受けている。 
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駐車場がある

遊ぶものが充実している

スポーツができる

ベンチやあずまやなど休む所が多い

緑や自然が多い

その他

３-３．その理由は何ですか？（いくつでも◯をつけてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数（件数） 

広い 343 

近い 98 

駐車場がある 278 

遊ぶものが充実している 130 

スポーツができる 81 

ベンチやあずまやなど休み所が多い 133 

緑や自然が多い 277 

その他 119 

良い公園の評価理由については、「広い」、「駐車場がある」、「緑や自然が多い」が 

５０％を超える回答数を得ている。 

一方、公園の利用方法で３０％を占めていた「子どもが遊ぶ」ための「遊ぶものが充実

している」については２４％と３０％に満たず、遊び場への満足度の低さがうかがえる。 

また、自由意見では、「水遊び」に関する意見も多く、一定の評価理由になっているこ

とがわかる。 

（単位：％） 
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３-４．将来に向けて、町内の公園で重要と考えることは何ですか？ 

（特に重要と考えるもの３つに◯をつけてください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数（件数） 

子どもの遊び場の充実 418 

高齢者への配慮と利用促進 158 

イベント等の開催充実 194 

スポーツ施設の充実 87 

カフェ・ファーストフード等の飲食 117 

歴史文化の保存や活用 27 

自然環境の保全 264 

避難場所など防災機能の向上 282 

その他 37 

78

30

36

16

22

5

50

53

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

子どもの遊び場

高齢者への配慮

イベント等の開催

スポーツ施設

カフェ・ファーストフード等の飲食

歴史文化の保存や活用

自然環境の保全

避難場所などの防災機能

その他

将来の公園で重要と思うことについては、回答者全体の７８％が「子どもの遊び場」と

回答しており、良い公園の評価理由で述べたとおり、子どもに向けた整備への期待が読

み取れる。 

また、「避難場所などの防災機能」についても５３％の回答を得ており、公園は娯楽や

憩いだけでなく、緊急時の役割も期待されていることがわかるほか、「自然環境の保全」

についても５０％の回答を得ている。 

（単位：％） 
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2-3-2 集計結果（小・中学生） 

 

【１】あなたについて、おしえてください。 

 

１-１．あなたの学校は？（１つに◯をつけてね） 

 

学校名 回答数（件数） 

芽 室 小 学 校 402 

芽室西小学校 273 

芽室南小学校 51 

上美生小学校 27 

芽 室 中 学 校 332 

芽室西中学校 125 

上美生中学校 19 

計 1,229 
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【２】家のちかくの公園について 

 

２-１.ちかくにある公園の名まえをおしえてください。 

 

NO 公園名 
回答数

（件数） 
NO 公園名 

回答数

（件数） 

1 緑栄児童公園 6 31 東工北２公園 2 

2 西町児童公園 3 32 芽室東公園 57 

3 緑町児童公園 10 33 芽室西運動広場 0 

4 西園児童公園 9 34 芽室南公園 141 

5 大和児童公園 23 35 南多目的運動公園 0 

6 幸町児童公園 2 36 ピウカ緑地公園 0 

7 柏木児童公園 25 37 ピウカ緑地 0 

8 弥生北町児童公園 7 38 芽室霊園緑地公園 0 

9 弥生中央児童公園 3 39 錦町中央緑地公園 0 

10 弥生児童公園 59 40 錦町緑地公園 4 

11 弥生東公園 47 41 中央緑地公園 2 

12 ひばり児童公園 63 42 東栄緑地公園 1 

13 美生川沿運動公園 2 43 美生川河川敷公園 3 

14 美園児童公園 24 44 弥生緑地公園 4 

15 麻生東児童公園 1 45 大成緑地公園 1 

16 麻生児童公園 6 46 東工西 17 号緑地公園 0 

17 錦町児童公園 59 47 東工北緑地公園 0 

18 錦町西児童公園 9 48 上美生公園 49 

19 花園西児童公園 5 49 大成緑地 1 

20 南が丘児童公園 9 50 会館緑地 1 

21 南町児童公園 24 51 緑町緑地 1 

22 南が丘南街区公園 7 52 南町緑地 0 

23 松林公園 50 - 公園なし 66 

24 たいせい公園 35 - 他市町村 5 

25 青葉緑地公園 3 - 不明 41 

26 あいあい公園 96 - 記載なし 95 

27 イリス公園 84 計  1,344 

28 芽室公園 142    

29 ピウカ公園 57    

30 東工北１公園 0    
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２-２.その公園にはどのくらい行（い）きますか？（１つに◯をつけてね） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 
回答数 

（件数） 

毎日行く 39 

ときどき行く 509 

あ ま り 行 か な い 460 

行かない 221 

計 1,229 

毎日行く

3%

ときどき行

く

41%
あまり行か

ない

38%

行かない

18%

回答者のうち、「あまり行かない」、「行かない」と回答したものが全体の５６％を占めており、

過半数を超えている。子どもの日常的な利用が行われていないことがわかる。 

また、日常的に利用をしていると思われる「毎日行く」、「ときどき行く」を合わせると４４％とな

っている。 
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２-３.その公園ではなにをしますか？（いくつでも◯をつけてね） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数（件数） 

遊具で遊ぶ 735 

広場で遊ぶ 445 

自転車で遊ぶ 266 

虫取りや、草花を見たり自然で遊ぶ 190 

スポーツの練習 359 

友だちとおしゃべり 417 

ベンチでスマホやゲームをする 267 

ベンチでのんびり休む 251 

イベントに行く 287 

公園に行かない 192 

その他 113 

公園の利用内容については、「遊具で遊ぶ」が回答数全体の６０％からの回答と一番高い。

次いで、「広場で遊ぶ」、「スポーツの練習」、「友だちとおしゃべり」が約３０％の回答を得てい

る。 

それぞれの割合は高くないものの、「友だちとおしゃべり」、「ベンチでスマホやゲームをす

る」、「ベンチでのんびり休む」といった休憩施設の利用が想定される回答もそれぞれ２０％を超

えており、遊具以外の施設の活用度も高いことがうかがえる。 
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イベントに行く
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その他

（単位：％） 
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【３】芽室町にあるほかの公園について 

 

３-１.ちかくの公園のほかに、「すきな公園」はありますか？ 

 

順位 （NO）公園名 回答数（件数） 

１ (28)芽室公園 403 

２ (34)芽室南公園 167 

３ (26)あいあい公園 163 

４ (27)イリス公園 74 

５ (29)ピウカ公園 62 
 

 

３-２.なぜすきですか？（いくつでも◯をつけてね） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数（件数） 

広い 838 

近い 396 

遊ぶものがたくさんある 617 

スポーツができる 456 

ベンチや、屋根のある休憩所など、休めるものが多い 425 

木や草花など、自然が多い 383 

その他 212 
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遊ぶものがたくさんある

スポーツができる

ベンチや屋根のある休憩所など、休めるものが多い

木や草花など、自然が多い

その他

好きな公園の理由については、６８％が「広い」と回答しており、子どもにとって公園の面積が

遊びやすさや好意に影響していることがわかる。 

次いで、５０％が「遊ぶものがたくさんある」と回答しており、遊具等の充実度が重要であるこ

とがわかるほか、自由意見では水遊びに関する意見も多く見られた。 

一方、利用施設（問２-３）で利用が多く見られた休憩施設については、「ベンチや屋根のあ

る休憩所など休めるものが多い」が３５％とそこまで高い回答割合ではなく、休憩施設数が評

価にあまり影響していないことがうかがえる。 

（単位：％） 
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３-３.公園では、どんなことが大切（たいせつ）だとおもいますか？ 

（とっても大切だとおもうこと３つに◯をつけてね） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 回答数（件数） 

遊具がたくさんあること 581 

ちいさな子どもでも楽しめること 818 

おとしよりや、からだの不自由な人にも使いやすいこと 398 

いろいろなスポーツができること 353 

カフェやファーストフードなどの飲食が楽しめること 142 

自然がいっぱいあること 352 

いろんなイベントが楽しめること 213 

安全なこと 494 

地震や川があふれたときに、避難場所になること 300 

その他 33 
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遊具がたくさんあること

小さな子どもでも楽しめること

お年寄りや、身体の不自由な人にも使いやすいこと

いろいろなスポーツができること

飲食が楽しめること

自然がいっぱいあること

いろんなイベントが楽しめること

安全なこと

地震や川があふれた時に、避難場所になること

その他

公園で大切だと思うことについては、「小さな子どもでも楽しめること」に６７％の回答が寄せら

れており、公園で未就学児等も楽しめる環境を必要と感じていることがうかがえる。 

次いで「遊具がたくさんあること」が４７％、「安全なこと」が４０％となっており、子どもたちが安

全に遊べる場が求められている。 

（単位：％） 
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アンケート結果を受けて 
（考察） 
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１）居住地によって、利用率に差はあるか。 

 

大人の回答結果から、それぞれの住まい（居住地）で、公園の利用率に差はあるの

か検証を行った。 

（※小学生・中学生対象のアンケートでは校区しか情報を得ていないため、大人の

回答結果のみを参照する。） 

 

 

１つ１つの居住区について回答数が少ないため、結果には留意する必要があるが、

１０名以上の回答数がある地域（4 旭町、5 愛生町、14 一心町、15 東栄東、16 東

栄西、22 睦町、23 緑町西、24 緑町東、27 錦町、28 錦町西、29 桜木町、30 美

園、34 南町、35 南が丘、36 南が丘東、37 南が丘西、38 弥生中央町、39 弥生西

町、41 青葉東、42 青葉西、44 東めむろ第１、45 東めむろ第２、46 東めむろ第３）で

比較をすると、「毎日」利用する層に目立った差異は見られないが、「ほとんど利用し

ていない」という回答には最低３０％、最高７６．５％と大きな差が発生していることが

わかる。 

「ほとんど利用していない」が６０％を超える地域は、２３地域中８地域であり、そのう

ち地域内に公園がない地域は２地域しかないことから、町内の公園有無と利用率に

は大きな関係性がないことがわかった。 

（※20 泉町は回答者３のうち、１が選択肢にない自由記載であったため総計が

100％となっていない。） 
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（単位：％） 



－ 52 － 

２）年代による、公園の重要指標 

回答者の年代と、「将来の公園で重要な事項（問３－４）」についてクロス集計を行

い、年代ごとのニーズに差があるのかを確認する。 

 

回答者 

年代 

子の 

遊び場 

高齢者 

配慮 

イベント

開催 

スポーツ

施設 

飲食機

能 

歴史文

化 

自然環

境 

防災機

能 

10 歳代 85.7 0.0 57.1 42.9 28.6 0.0 42.9 42.9 

20 歳代 100.0 3.4 58.6 17.2 34.5 0.0 55.2 27.6 

30 歳代 95.2 9.6 44.6 21.7 30.1 4.8 45.8 38.6 

40 歳代 84.4 22.0 33.0 19.3 17.4 3.7 44.0 64.2 

50 歳代 74.1 33.3 30.6 13.0 22.2 11.1 46.3 62.0 

60 歳代 68.3 41.7 38.3 13.3 21.7 3.3 51.7 49.2 

70 歳代以上 64.9 50.6 27.3 13.0 14.3 3.9 61.0 55.8 

 

「子どもの遊び場の充実」については、いずれの年代も６０％以上の高い割合で回

答を得ている。特に２０歳代・３０歳代では１００％、９５．２％と著しく高い割合で回答

を得ており、子育て世代からの強い要望がうかがえる。一方、５０代以上では徐々に

回答割合は減少しているものの、全世代において、選択肢の中で最も高い割合で回

答を得ている。 

「高齢者への配慮と利用促進」については、世代により大きな差が発生しており、７

０歳代以上では５０％を超える回答があるものの、１０歳代では全く回答がなく、２０歳

代・３０歳代でも１０％に満たない状況となっている。 

「イベント等の開催充実」については、１０歳代・２０歳代から６０％近い回答があり関

心の高さがうかがえるほか、４０歳代以上からも約３０％の回答を得ており、全世代か

ら優先順位は高くないものの、一定の期待を寄せられていることがうかがえる。 

「スポーツ施設の充実」については、１０歳代から４０％以上の回答を得ている一方、

２０歳代以上からは約２０％の回答となっている。 

「カフェ・ファーストフード等の飲食機能」については、１０歳代・２０歳代・３０歳代か

らは約３０％の回答を得ているものの、４０歳代以上では約２０％程度となっている。 

「歴史文化の保存や活用」については、５０歳代を除く全世代において１０％に満た

ない回答となっており、選択肢の中では関心の薄い項目であることがわかる。 

「自然環境の保全」については、すべての世代において回答割合が２位ないし３位

となっており、芽室町民の自然への関心の高さがうかがえる。特に７０歳代以上では６

０％以上の回答を得ている。 

「避難場所などの防災機能の向上」については、４０歳代・５０歳代で６０％以上、６

０歳代・７０歳代以上で約５０％と高い割合で回答を得ている。 

  

（単位：％） 
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全体を通して、「子どもの遊び場の充実」、「自然環境の保全」については全世代か

ら関心が高く、「イベント等の開催充実」は比較的低い世代で、「避難場所などの防災

機能の向上」については比較的高い世代で関心が持たれていることがわかる。また、

世代間での回答数ギャップが一番大きかったのは５０．６％差で「高齢者への配慮と

利用促進」だった。  
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３）回答の比較 

 

３）-１公園利用頻度の比較 

 

小・中学生、大人の近所の公園の利用頻度（ともに問２－２）について比較を行う。

ただし、選択肢が相違していたため、大人の選択肢のうち「週２～３回」、「週１回」を

「ときどき行く」、「月１回」を「あまり行かない」、「ほとんど利用していない」を「行かない」

に分類し直し、比較を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学生、大人ともに「毎日行く」と回答したのは全体の３％となっている。一方、

「行かない」については、大人の回答が小・中学生の回答の約３倍となっており、近所

の公園の日常的な利用は小・中学生がメインとなっていることがわかる。 

頻度のいかんにかかわらず、公園を利用する割合は、小・中学生で約５０％、大人

で約３０％となっている。 

 

 

 

 

 

 

  

毎日行く

3%

ときどき

行く

23%

あまり行

かない

22%

行かない

52%

大 人毎日行く

3%

ときどき

行く

41%あまり行

かない

38%

行かない

18%

小・中学生
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３）-２よい公園の評価指標の比較 

 

小・中学生、大人の良い（好き）と思う公園の上位は一致していたが、その評価理

由についても同様なのか比較を行う。 

ただし、大人の選択肢「駐車場がある」は小・中学生にないため除外している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学生、大人ともに、「広い」が評価理由で一番高い回答割合になっており、と

もに６０％を超えている。 

一方、「近い」については、小・中学生の回答割合が大人の倍程度になっている。こ

れは、車という移動選択肢はないことによるものと予想される。 

その他、「遊ぶものの充実」「スポーツができる」もともに小・中学生の回答割合が大

人の回答割合の倍程度になっている。 

また、ベンチやあずまや等の「休み所が多い」についても大人よりも小・中学生のほ

うが回答割合が高い。これは、公園の利用内容で見ても、小・中学生のほうが、休み

所を活用するであろう利用頻度が高いことからも納得できる。一方、公園に対する要

望等では、大人からのほうが再整備に関する要望は高かった。  

68

32

50

37

35

31

0 10 20 30 40 50 60 70 80

広い

近い

遊ぶものの充実

スポーツができる

休み所が多い

自然が多い

小・中学生

64

18

24

15

25

52

0 10 20 30 40 50 60 70 80

広い

近い

遊ぶものの充実

スポーツができる

休み所が多い

自然が多い

大 人

（単位：％） 
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３）-３公園で重要と感じていることの比較 

 

小・中学生用の公園で大切なこと（問３－３）と、大人の将来の公園で重要なこと

（問３－４）の回答割合の比較を行う。 

ただし、小・中学生の「遊具がたくさんあること」、大人の「歴史文化の保存や活用」

はそれぞれ独自の選択肢のため、今回は除外する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学生、大人ともに子どもに関する選択肢が最上位となっているほか、高齢者

等に関する選択肢もほぼ同率となっている。 

一方、小・中学生のイベントや飲食に関する関心は、大人の約半分となっている。

逆にスポーツは大人の回答割合が小・中学生の約半分となっており、関心の差がうか

がえる。 
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３）-４自由意見の比較 

 

小・中学生、大人ともに自由意見欄（それぞれ問４）を設けた。記載された意見に

ついて、どのような傾向の差があるのか比較を行う。 

 

 小・中学生 大 人 計 

遊具・子どもの遊び場に関するこ

と 
296 65 361 

高齢者や障がい者等に関するこ

と 
21 10 31 

イベント等に関すること 22 6 28 

スポーツ施設に関すること 51 7 58 

飲食機能に関すること  32 13 45 

歴史文化に関すること 0 1 1 

自然環境に関すること 31 23 54 

防災や防犯に関すること 24 17 41 

新たな設備に関すること 145 44 189 

公園の配置や役割に関する意見 205 59 264 

公園の利用方法に関すること 41 32 73 

公園の管理に関すること 40 60 100 

その他の意見 32 38 70 

 

自由意見の内容についても、小・中学生、大人ともに「遊具・子どもの遊び場に関す

ること」の回答数が一番多い結果となっており、公園の重要事項とともに、全世代で関

心の高い分野であることがわかる。 

「公園の配置や役割に関する意見」についても、小・中学生では２番目に、大人に

おいても３番目に回答数の多い結果となっており、今後の公園のあり方に注目が集ま

っていることがうかがえる。 

 

 

 

 

（件数） 
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2-4 公園等の現状と課題 

公園の配置状況や各種調査等を踏まえて把握された芽室町の公園等の現状及び

問題点を整理します。 

公園内の各施設について、下記表の判定目安により劣化判定を行いました。調査は 

ａ～ｄの４段階により１施設毎に判定を行い、公園内施設の一番悪い判定をもってその

公園の判定としています。 

 

【劣化判定の評価目安】 

判定 劣化判定例 

ａ 

・全体的に健全である。 

・緊急の補修の必要はないた

め、日常の維持保全で管理す

るもの。 

 

ｂ 

・全体的に健全だが、部分的に

劣化が進行している。 

・緊急の補修の必要性はない

が、維持保全での管理の中

で、劣化部分について定期的

な観察が必要なもの。 

 

ｃ 

・全体的に劣化が進行してい

る。 

・現時点では重大な事故につな

がらないが、利用し続けるため

には部分的な補修、もしくは更

新が必要なもの。 

 

ｄ 

・全体的に顕著な劣化である。 

・重大な事故につながる恐れが

あり、公園施設の利用禁止あ

るいは、緊急な補修、もしくは

更新が必要なもの。 

 

「公園施設長寿命化計画策定指針（案）健全度調査・判定事例集」を抜粋  

良
い 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
悪
い 
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下記の表は、下記公園の遊戯施設の配置されている種類と劣化状況及び、身近な

公園である街区公園の誘致圏の重複数などを取りまとめています。 

下記の表のとおり、遊具が設置されている公園は３０箇所となっており、全体の約５

０％に設置されています。 

幼児用遊具が設置されている公園は２２箇所、児童用遊具が設置されている公園は

２５箇所となっています。一方で、健康遊具が設置されている公園は３箇所にとどまって

います。 

また、公園毎の劣化判定を見ると、全体の半分近くである２４箇所で修繕が必要な状

態となっています（劣化判定ｃ及びｄ）。 

また、街区公園の誘致圏の重複数で見ると、誘致圏が５以上の重複している公園が

９公園あり、１公園あたり平均で３公園の誘致圏が重なり合っている状態となっています。 

番号 公園名 公園種類 

施設

経過

年数 

公園

施設

設置

数 

遊具の種類 

(幼児・子供・健康) 

  劣化判定 

ａ：健全  

ｂ：一部劣化 

ｃ：修繕必要 

ｄ：使用不可 

街区公園 

重複誘致 

圏数  

年 数  

1 緑栄児童公園 街区公園 42 17 
児童遊具、健康遊具 

ｃ 4 
 

2 西町児童公園 街区公園 34 15 
幼児遊具、児童遊具、
健康遊具 ｃ 4 

 

3 緑町児童公園 街区公園 46 14 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 5 
 

4 西園児童公園 街区公園 50 24 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 3 
 

5 大和児童公園 街区公園 47 18 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 3 
 

6 幸町児童公園 街区公園 50 5 
防災倉庫 

ｂ 3 
 

7 柏木児童公園 街区公園 50 18 
児童遊具、防災倉庫 

ｃ 3 
 

8 弥生北町児童公園 街区公園 39 17 
幼児遊具、児童遊具 

ｂ 1 
 

9 弥生中央公園 街区公園 - 1 
広場 

ｂ 3 
 

10 弥生児童公園 街区公園 43 33 
幼児遊具 

ｃ 5 
 

11 弥生東公園 街区公園 19 11 
幼児遊具 

ｂ 2 
 

12 ひばり児童公園 街区公園 52 26 
幼児遊具、児童遊具、
防災倉庫 ｃ 4 

 

13 美生川沿運動広場 街区公園 43 13 
ソフトボール広場、テニ
スコート ｃ 4 

 

14 美園児童公園 街区公園 53 20 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 6 
 

15 麻生東児童公園 街区公園 36 7 
児童遊具 

ｃ 2 
 

16 麻生児童公園 街区公園 54 12 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 3 
 

17 錦町児童公園 街区公園 49 20 
幼児遊具、児童遊具、
健康遊具 ｃ 3 

 

18 錦町西児童公園 街区公園 28 3 

 

ｃ 3 
 

19 花園西児童公園 街区公園 50 8 
幼児遊具、児童遊具 

ｂ 4 
 

20 南が丘児童公園 街区公園 32 21 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 3 
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番号 公園名 公園種類 

施設

経過

年数 

公園

施設

設置

数 

遊具の種類 

(幼児・子供・健康) 

  劣化判定 

ａ：健全  

ｂ：一部劣化 

ｃ：修繕必要 

ｄ：使用不可 

街区公園 

重複誘致 

圏数  

年 数  

21 南町児童公園 街区公園 44 87 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 1 
 

22 南が丘南街区公園 街区公園 26 16 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 2 
 

23 松林公園 街区公園 18 92 
幼児遊具、児童遊具 

ａ 1 
 

24 たいせい公園 街区公園 17 23 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ 1 
 

25 青葉緑地公園 街区公園 - 5 
- 

ｂ 7 
 

26 あいあい公園 街区公園 10 52 
児童遊具、災害時トイレ 

ａ 5 
 

27 イリス公園 街区公園 2 39 
幼児遊具、児童遊具 

ａ 5 
 

28 芽室公園 総合公園 56 259 
広場、野球場、テニスコ
ート、園路、噴水 ｃ - 

 

29 ピウカ公園 近隣公園 41 53 
幼児遊具、児童遊具、
防災倉庫 ｂ - 

 

30 東工北１公園 近隣公園 31 14 
広場 

ｃ - 
 

31 東工北２公園 近隣公園 27 36 
幼児遊具 

ｃ - 
 

32 芽室東公園 近隣公園 18 316 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ - 
 

33 芽室西運動広場 近隣公園 -  
サッカー場 

- - 
 

34 芽室南公園 地区公園 25 22 
幼児遊具、児童遊具 

ｃ - 
 

35 南多目的運動公園 地区公園 30 21 
多目的運動広場 

ｂ - 
 

36 ピウカ緑地公園 緑地 -  
広場 

- 3 
 

37 ピウカ緑地 緑地 33 37 
児童遊具 

ｂ 3 
 

38 芽室霊園緑地公園 緑地 36 4 
広場 

ｂ 4 
 

39 錦町中央緑地公園 緑地 51 1 
広場 

ａ 4 
 

40 錦町緑地公園 緑地 51 1 
広場 

ａ 4 
 

41 中央緑地公園 緑地 36 14 
広場 

ｂ 5 
 

42 東栄緑地公園 緑地 - 1 
広場 

ｂ 5 
 

43 美生川河川敷公園 緑地 31 11 
広場 

ｂ 5 
 

44 弥生緑地公園 緑地 43 4 
広場 

ｂ 2 
 

45 大成緑地公園 緑地 - 2 
広場 

ｂ 2 
 

46 東工西１７号緑地公園 緑地 35 4 
広場 

ｃ 0 
 

47 東工北緑地公園 緑地 25 14 
広場 

ａ 0 
 

48 上美生公園 緑地 23 5 
広場、園路 

ｂ 0 
 

49 大成緑地 緑地 17 13 
園路 

ａ 2 
 

50 会館緑地 緑地 17 3 
園路 

ａ 2 
 

51 緑町緑地 緑地 10 3 
広場 

ｂ 4 
 

52 南町緑地 緑地 - 1 
広場 

- 3 
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2-5 公園等の再編に向けた課題 

「町全域の現状」、「地域別の現状」、「アンケートの調査結果」、「公園等の現状と課

題」から抽出された問題点から、対処すべき事項を公園ストック再編に向けての課題と

して整理します。 

 

前章の項目 課題 

「2-1 町全域の現状」から

の課題 

①人口減少と少子高齢化が進んでいる。 

②市街地へ人口が集中し、市街地以外の人口が減少し、

市街地以外の高齢化が進んでいる。 

「2-2 地域別の現状」から

の課題 

③公園が市街地に集中している 

④特に市街地地域の公園誘致距圏が重なり合っており、

重なり合う公園同士の施設が重複している。 

⑤劣化・破損により修繕が必要な公園施設が多く存在して

いる。 

「2-3 アンケートの調査結

果」からの課題 

⑥大人の半分以上の回答者が日常的に公園を利用していな

い。 

⑦小・中学生、大人ともに遊具についての改善意見が一番多

い。 

⑧大人からは「自然」や「防災」についても高い関心が寄せられ

ている。 

「2-4 公園等の現状と課

題」からの課題 

⑨公園施設において設置から３０年以上経過している施設が多

い。（半数以上） 

⑩遊具が無い公園が、半数近くの２４公園（２４公園/５２公園）

存在している。 

 

 

 

 

１） 少子高齢化に向けた公園施設の在り方 （①④⑥⑦） 

２） 郊外地域の公園の在り方 （②③） 

３） 公園の維持管理の在り方 （①④⑤） 

４） 公園施設の更新の在り方 （④⑥⑦⑧⑨⑩） 

再編に向けた課題の整理 



－ 62 － 

第３章 公園等の再編に向けて 

3-1 上位・関連計画との関係 

「芽室町総合計画」における個別的公園緑地への言及 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〇快適な住環境の整備 

・本町には平成３０年３月現在、５４カ所 ６８ha の公園と緑地があり、特に芽室公園は 

町民の憩いの場 としてさまざまな用途に広く活用されています。平成２８年の台風１

０号によって芽室公園内の花菖蒲園が多大な被害を受けましたが、平成２９年度で

災害復旧工事を行い土壌の回復が図られ、同年から３か年で被害を受けた菖蒲の

植栽を行っています。今後も、芽室遺産の一つである花菖蒲園を持つ芽室公園、広

い芝生を持つ芽室南公園及び芽室東公園、防災公園としての機能を有するあいあ

い公園などの大規模な公園は直接町が維持管理を行い、地域の街区公園について

は、芽室町公共サービスパートナー制度などを活用し、町民が自主的な活動のもと、

地域コミュニティの推進の場として公園の適切な維持管理に努めることが重要となっ

ています。また、老朽化した公園施設の再整備をするために公園施設長寿命化計

画を策定しており、地域住民や公園利用者などの意見を参考にしながら、計画に基

づいた施設の維持管理と更新を行う必要があります。さらに、「芽室町地域防災計

画」において指定緊急避難場所として指定されている公園については、緊急時に適

切な利用ができるよう日常の点検などを行い、防災機能の向上に努める必要があり

ます。 
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「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」における個別的
公園緑地への言及 （北海道が定める方針） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

① 緑地系統ごとの配置方針  

ａ 環境保全系統  

・良好な都市環境の形成や動植物の生息・生育環境の創出・保全の骨格とし

て、芽室公園を環境保全の拠点として配置する。 

・緑が少ない住宅地や緑化推進の住民意識が高い地区については、緑化重点

地区として位置付け、積極的に公園緑地等を配置する。 

 

ｂ レクリエーション系統 

・身近な活動の場として、街区公園、近隣公園及び地区公園を適正に配置す

る。 

・総合公園については、芽室公園を配置する。 

・散策ネットワークの形成として、緑道や河川堤防及び市街地の公園緑地を効

果的に利用し、歩いていける緑の歩行空間を配置する。 

 

ｃ 防災系統 

・災害時の避難場所や避難路、火災延焼防止等、さまざまな効果がある公園

緑地を配置する。  

・避難場所として、芽室公園及び芽室南公園を配置する。 

 

ｄ 景観構成系統 

・芽室公園を郷土景観の拠点として配置する。 

・市街地の中小河川を、水辺や河川並木等で潤いのある河川景観の創出を図

る。 

・市街地に適正に配置されている公園・緑地と新たな緑地の整備、河川、道路

の緑化等により、ネットワークを形成する緑地の配置に努める。 

 

② コンパクトなまちづくりに対応する緑地の配置方針  

コンパクトなまちづくりを進めるため、区域内の公園等緑地の適正配置を進め

る。 また、人口減少等の社会情勢やニーズの変化に対応するため、配置施設

の選定や転換、機能の集約化、再編等により、区域内の公園等緑地の利便性

向上に努める。 

 

（３）実現のための具体の都市計画制度の方針 

都市緑地法の規定に基づき策定した「緑地の保全及び緑化の推進に関する

基本計画」等を踏まえた上で、必要なものを公園等の都市施設や特別緑地保

全地区等の地域地区とする等の検討を進める。 
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「芽室町都市計画マスタープラン」における個別的公園緑地への
言及 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「芽室町公共施設等総合管理計画」における個別的公園緑地へ
の言及 
 
 
 
 
 
  

〇現況 

・昭和５１年度に供用開始した公園が多く、供用開始後２０年以上経過した公園が約

６割を占めている。 

〇全体目標 

・インフラ系施設については、現状の投資額（一般財源）を維持するとともに、ライフサ

イクルコストを縮減する。 

・インフラ系施設の更新費用を今後２０年間で２５％圧縮する。 

〇維持管理方針 

・インフラ系施設については、整備状況や老朽化の度合い等により方向性を検討し、

施設の重要度に応じた個別の支持管理方針を策定し、施設の特性に見合った管

理水準を設定する。 

〇公園・緑地・河川の基本方針 

・公園緑地の整備 

・既存の緑地・自然林等の活用 

・河川沿いの緑環境整備 

・景観の観点からの緑整備 

・防災の観点からの公園整備 
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「芽室町緑の基本計画」における個別的公園緑地への言及 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芽室町緑の基本計画における公園整備の方向について 

◆緑の必要性として次の 4 つの視点としている。 

① 自然環境を守る緑（温暖化の防止、生物の生息地） 

② 快適で豊かな生活が持続する緑（健康・交流・ふれあい） 

③ 安全で安心して暮らせる緑（避難場所・防災） 

④ 町民と協働してはぐくむ緑（季節感、歴史風土） 

・Ｈ２４時点では５１公園、６８．２７ha が、Ｒ１時点では５３公園、６５．５７ha となって

いる。 

◆公園整備上の課題は次のとおり。 

① 公園の少ない地域があり、身近に利用できる公園や健康遊具の設置希望がある 

② 運動公園の老朽化 

③ 地区公園施設の維持管理の充実 

④ 近隣公園配置のバランスの悪さ 

⑤ 街区公園の老朽化と利用者離れ  

・併せて災害時に機能できる公園整備と維持管理が必要である。 

◆基本計画の基本方針 

〇みどりをみんなで「まもる」「つくる」「つなげる」「はぐくむ」 

◆地区特性に応じた公園整備のイメージは次のとおり。 

〇「子育て支援」型、「高齢社会等に対応した福祉対応」型、「コミュニティ・多世代

交流」型 

◆地区ごとの整備方針は次のとおり（緑化重点地区）。 

① まちなか地区 

子育て世代向けの身近な公園が少ないことから、既存の小公園の再整備や新た

な公園整備が必要（地区特性に応じた整備） 

② 東工業団地地区 

既存公園の長寿命化、安全・安心の環境を維持 
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〇自然環境の緑に関する現状・課題 

・十勝川、美生川、芽室川は多様な生物の生息に優れた自然環境を有している。 

・芽室公園のカシワや美生川沿いの化粧ヤナギなど、本町特有の自然林が生息して

いる。 

・十勝川や美生川などの河川沿いの緑地帯は、鳥や昆虫等が生息する空間となっ

ている。 

〇快適環境の緑に関する現状・課題 

・配置バランスから見て公園が少ない地域がある。 

・運動公園の老朽化や大きな公園への要望がある。 

・２か所の地区公園は今後の維持管理の充実が重要である。 

・５か所の近隣公園は、配置が偏りバランスが良くない状況である。 

・街区公園は、数量的には十分だが、老朽化が目立ち、利用者が離れていっている。 

・緑地は、バランスよく連続されていない。 

〇安全で安心の緑に関する現状・課題 

・芽室公園は、広域避難地としての役割がある。 

〇町民と協働の緑に関する現状・課題 

・芽室公園のカシワの木は、素晴らしい沿道景観を形成している。 

〇都市公園の施設として整備すべき緑地の目標 

・令和８年に都市計画区域内一人当たり４７．９㎡（市街化区域内同４３．７㎡）を目

標とする（平成２４年現在それぞれ４１．７㎡、３６．３㎡）。 

〇みどりをまもる 

・静と緑の軸となる十勝川や美生川等を水と緑のネットワークと位置づけし、連続した

緑の保全、生物の多様性の確保に努めます。 

・芽室公園のカシワの木など、本町特有の自然林は保全に努めます。 

・芽室公園のカシワの木はもとより、芽室神社などの社寺林は、昔からある樹木が多
く、建築物とともに貴重な歴史的な景観を 
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〇みどりをつくる 

・芽室町都市公園ストック再編計画(仮)による既存公園の配置・機能の再編と長寿

命化を図ります。 

〇みどりをつなげる 

・河川沿いにピウカ公園やピウカ緑地が配置されるピウカ川は町民に親しまれており、

嵐山からの自然を連続して市街地に取り込む。ます。 

〇みどりをはぐくむ 

・芽室公園のカシワの木はもとより、芽室神社などの社寺林は、昔からある樹木が多

く、建築物とともに貴重な歴史的な景観を形成しているため今後も保全します。 

〇まちなか地区の整備方針 

・芽室公園のカシワの木は、芽室町のシンボルとして維持保全する必要があります。 

・町の顔となる地区として、駅周辺から国道３８号線までにつながる緑のネットワーク

を充実し、景観に配慮した潤いのある商業地、住宅地の形成を目指します。 

・公園施設の再整備を実施し、小さな公園については用地確保に努め、地区全体で

バランスの良い公園配置を進めていきます。 

・都市公園の配置・機能の再編は画一的な公園整備ではなく、地区の特性に応じた

「子育て支援」型、「高齢社会等に対応した福祉対応」型、「コミュニティ・多世代

交流」型をコンセプトにした公園整備を進めていきます。 

〇東工業団地地区の整備方針 

・十勝川沿いの斜面緑地は、多様な生物の生息空間や環境形成に有効な機能を

持っているため、保全が必要である。 

・公園施設の維持保全が必要である。 
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3-2 公園等再編の基本的な考え方と目標 

1） 再編の考え方 

上位計画である「緑の基本計画」においては、緊急避難場所である公園は廃止を行

わないと示されていることから、公園機能の再編を基本とし、公園を総合的に評価判断

し、適切な再編方針を検討していきます。 

 

①公園誘致距離（２０Ｐ図参照）から見る適正配置の状況を踏まえ、誘致圏が多く重複

している公園を、再編候補とします。 

 

②周辺施設の立地やアンケート結果から見る公園利用の状況を踏まえ、地域ニーズに

沿った施設が必要な公園を、再編候補とします。 

     

③各公園カルテによる施設の劣化判定や経過年など、破損・老朽化施設の状況を把

握したうえで、早急な整備が求められる公園を再編候補とします。 

 

以上について人口減少や少子高齢化による社会変化などで、維持管理体制の見直

し、コスト縮減対策の考察、あるいは遊具を撤去し、高齢者が利用できる「健康遊具」が

設置されるケースなど、多岐にわたり総合的に検討した再編案とすることが必要となりま

す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ※国土交通省 公園等の再編のイメージを抜粋 
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2） 再編の目標 

住民アンケート結果では、基本方向として芽室公園を中心とした町内外からも人が訪

れるような公園の整備を中心に、地域の核となる児童公園の再編が考えられます。 

また、公園の整備や現状の課題の結果では、少子高齢化による公園施設の更新の

あり方や、維持管理のあり方などの課題を踏まえ、基本的な目標を以下のとおり整理し

ます。 

 
① 基本目標 
 

「住民と協働でつくる 

みんなが楽しくふれあえる魅力ある公園」 

 
 
 
② 基本方針 

〇町民のニーズに配慮した公園施設の再編化計画を進めて行きます。 

〇魅力ある公園づくりを目指し、町民と行政が一体となって取り組みを進めます。そ

のために、町民参加の機会を積極的に設け、多様なご意見を参考にしながら、

公園づくりに対する意識の共有を図っていきます。 

〇地域住民が取り組む「公共サービスパートナーシップ協定」を継続し、共有財産

である公園施設の適切な維持管理を進めて行きます。 
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3-3 公園等再編の内容 

1） 緑の基本計画 

本町では、「緑の基本計画」に掲げられた「都市公園などの整備目標」に基づき、２０

１５（平成２７）年に「あいあい公園」、２０１７（平成２９）年に「芽室西運動広場」を新たに

整備しました。 

また、同計画において新規整備公園として位置づけられていた「イリス公園」について

も、２０２３（令和５）年に供用を開始しています。 

このイリス公園の完成をもって、「緑の基本計画」で定められた新規公園の整備はす

べて完了しました。 

 

〇Ｈ２５年以降、新たに整備された公園 

 

〇本町でも最も新しい「イリス公園」は、大きなハルニレの木をシンボルツリーとしていま

す。園内は大型コンビネーション遊具のある広場と幼児用遊具エリアを分けて配置し、

四阿（あずまや）やベンチなどの休憩施設も備えることで、小さなお子様から大人まで

幅広い世代が利用できる公園となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

番号 公園名 種類 所在 設置年 面積(ha) 

26 あいあい公園 街区公園 芽室町東３条４丁目１番地１の一部、１番地３ H27 1.10 

27 イリス公園 街区公園 

芽室町西４条７丁目１番地３、２番地 30、２番

地 31、２番地 32、西４条 8丁目６番地２地先

の一部 

R05 0.67 

33 芽室西運動広場 近隣公園 
芽室町芽室南３線２５番地４の一部、２７番地

１の一部 
H29 3.01 

計 3 公園  
 

 4.78 
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2） 既存公園の機能再編 

緑の基本計画では、公園機能の集約は図りますが、各町内会指定緊急避難場所で

ある公園は存続する方針が定められていることから、本計画もこの方針に即して、公園

の廃止は行わずに公園機能の集約化を図ります。 

「緑の基本計画」において、都市公園の配置や機能の再編は、画一的な整備を行う

のではなく、地区の特性に応じた公園づくりを目指しています。具体的には、「子育て支

援」型、「高齢社会等に対応した福祉対応」型、「コミュニティ・多世代交流」型をコンセ

プトとした整備を図ることとしています。 

また、安全性確保のため、園内の遊戯・休憩・修景施設の定期点検、植栽基盤の整

備、植栽管理、メンテナンス体制を強化し、既存公園の長寿命化を図ります。 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※緑の基本計画（R06 年改訂）「地域特性に応じた公園整備のイメージ」を抜粋  
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公園が密集している地域では、類似した施設が重複しており、狭小な公園や整備が

不十分な公園の利用低下につながっています。 

そこで、下図の「公園機能再編のイメージ」に基づき、以下のとおり機能ごとの再編を

検討します。 

・「子育て支援」型・・・主に幼稚園児や小学生が利用できる遊具の再編を検討します。 

・「高齢社会等に対応した福祉対応」型・・・主に休養施設等の再編・充実を検討します。 

・「コミュニティ・多世代交流」型・・・イベント等が開催できる場の創出や、多世代が利用

可能な大型遊具、健康遊具、花壇等の再編を検討します。 

これらを通じて、地域ニーズに対応した、効率的かつ実効性の高い再編を目指します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇公園施設機能再編イメージ 
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3-4 公園等再編に向けた個々の公園評価 

再編候補公園の検討を行うにあたり、公園の状況（経過年数・施設数・公園規模・健全度状

況・町民の意向・公園の過密状況）や上位計画である緑の基本計画との整合などにより公園の

必要性を下記項目により評価を行います。 

各評価項目と評価点については以下の表に示します。 

各評価項目の点数を加算して四段階「Ａ>Ｂ>Ｃ>Ｄ」の判定を行い、公園を評価します。 

この評価結果をもとに、公園施設の再編を検討していきます。 

Ａ～Ｄ判定の定義 

Ａ 現状の機能を継続することを基本とするが、総合的な検討を進める 
Ｂ 必要に応じ機能の再編を検討する 
Ｃ 早急な機能の再編を検討する 
Ｄ 将来的には統廃合の検討を進めるが、当面現状維持等を基本に検討する 

※緊急避難場所の取り扱いについて 

再編評価において「Ｄ」判定となった場合であっても、緊急避難場所に指定されている公園・

緑地については、地域の防災機能を維持するため統廃合（廃止）の対象外とします。 

ただし、遊具の撤去や広場化など、利用実態に合わせた機能の再編（見直し）は実施します。 

 

公園評価項目 

項目 値 評価点 

 
 
施設の経過年数 

20 年未満 5 

20 年以上 30 年未満 4 

30 年以上 40 年未満 3 

40 年以上 50 年未満 2 

50 年以上 1 

 
 
施設設置数 

50 施設以上 5 

40 施設以上 50施設未満 4 

30 施設以上 40施設未満 3 

10 施設以上 30施設未満 2 

10 施設未満 1 

 
 
公園種別 

総合公園 5 

地区公園 4 

近隣公園 3 

街区公園 2 

緑地公園 1 

 
 
アンケート回答数 

回答数 100 以上 5 

回答数 70以上 100 未満 4 

回答数 40以上 70未満 3 

回答数 10以上 40未満 2 

回答数 10未満 1 

緑の基本計画の地区特性に応じた公
園整備のイメージに該当する公園 

「子育て支援」、「高齢社会等に対応した福祉対
応」、「コミュニティ・多世代交流」型 

各 5 

 

公園評価 
 

評価点 20点以上 Ａ 

評価点 15点以上 20点未満 Ｂ 

評価点 10点以上 15点未満 Ｃ 

評価点 10点未満 Ｄ 
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公園の評価表 

番号 公園名 

施設経過 

年数 

公園施 

設設置数 
公園規模 

アンケート結果 緑の基本計画 

再編評価 
良い・好き

な公園 

利用する 

公園 

子育て 

支援型 

福祉 

対応型 

コミュニ 

ティー 

多世代 

交流型 

経過

年 
点 数 点 種類 点 数 点 数 点 該当 点 該当 点 該当 点 点 判定 

1 緑栄児童公園 42 2 17 2 街 2 5 1 6 1             8 D 

2 西町児童公園 34 3 15 2 街 2 2 1 4 1 〇 5         14 C 

3 緑町児童公園 46 2 14 2 街 2 5 1 6 1         〇 5 13 C 

4 西園児童公園 50 1 24 2 街 2 3 1 3 1 〇 5 〇 5     17 B 

5 大和児童公園 47 2 18 2 街 2 1 1 3 1 〇 5     〇 5 18 B 

6 幸町児童公園 50 1 5 1 街 2 0 0 0 0         〇 5 9 D 

7 柏木児童公園 50 1 18 2 街 2 21 2 14 2 〇 5     〇 5 19 B 

8 
弥生北町児童公

園 
39 3 17 2 街 2 1 1 0 0             8 D 

9 弥生中央公園 31 3 1 1 街 2 0 0 0 0         〇 5 11 C 

10 弥生児童公園 43 2 33 3 街 2 25 2 17 2     〇 5 〇 5 21 A 

11 弥生東公園 19 5 11 2 街 2 11 2 3 1     〇 5     17 B 

12 ひばり児童公園 52 1 26 2 街 2 18 2 5 1 〇 5     〇 5 18 B 

13 
美生川沿運動広

場 
43 2 13 2 街 2 0 0 0 0 〇 5     〇 5 16 B 

14 美園児童公園 53 1 20 2 街 2 8 1 2 1 〇 5     〇 5 17 B 

15 麻生東児童公園 36 3 7 1 街 2 0 0 2 1 〇 5     〇 5 17 B 

16 麻生児童公園 54 1 12 2 街 2 0 0 0 0 〇 5 〇 5 〇 5 20 A 

17 錦町児童公園 49 2 20 2 街 2 9 1 1 1 〇 5         13 C 

18 錦町西児童公園 28 4 3 1 街 2 3 1 0 0 〇 5         13 C 

19 花園西児童公園 50 1 8 1 街 2 4 1 0 0 〇 5     〇 5 15 B 

20 南が丘児童公園 32 3 21 2 街 2 1 1 3 1 〇 5         14 C 

21 南町児童公園 44 2 87 5 街 2 7 1 13 2             12 C 

22 
南が丘南街区公

園 
26 4 16 2 街 2 2 1 0 0             9 D 

23 松林公園 18 5 92 5 街 2 1 1 1 1 〇 5 〇 5 〇 5 29 A 

24 たいせい公園 17 5 23 2 街 2 14 2 1 1 〇 5 〇 5 〇 5 27 A 

25 青葉緑地公園 26 4 5 1 街 2 3 1 1 1         〇 5 14 C 

26 あいあい公園 10 5 52 5 街 2 177 5 54 3 〇 5 〇 5 〇 5 35 A 

27 イリス公園 2 5 39 3 街 2 79 4 34 2 〇 5 〇 5 〇 5 31 A 
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28 芽室公園 56 1 259 5 総 5 623 5 277 5         〇 5 26 A 

29 ピウカ公園 41 2 53 5 近 3 75 4 31 2     〇 5 〇 5 26 A 

30 東工北１公園 31 3 14 2 近 3 0 0 0 0             8 D 

31 東工北２公園 27 4 36 3 近 3 6 1 2 1             12 C 

32 芽室東公園 18 5 316 5 近 3 59 3 28 2     〇 5 〇 5 28 A 

33 芽室西運動広場 7 5     近 3 1 1 4 1 〇 5     〇 5 20 A 

34 芽室南公園 25 4 22 2 地 4 253 5 117 5 〇 5     〇 5 30 A 

35 
南多目的運動公

園 
30 3 21 2 地 4 0 0 0 0 〇 5     〇 5 19 B 

36 ピウカ緑地公園 - 0 - 0 緑 1 3 1 3 1 〇 5     〇 5 13 C 

37 ピウカ緑地 33 3 37 3 緑 1 1 1 2 1 〇 5     〇 5 19 B 

38 
芽室霊園緑地公

園 
36 3 4 1 緑 1 1 1 2 1         〇 5 12 C 

39 
錦町中央緑地公

園 
51 1 1 1 緑 1 0 0 0 0 〇 5         8 D 

40 錦町緑地公園 51 1 1 1 緑 1 0 0 1 1 〇 5         9 D 

41 中央緑地公園 36 3 14 2 緑 1 2 1 1 1         〇 5 13 C 

42 東栄緑地公園 54 1 1 1 緑 1 0 0 0 0 〇 5     〇 5 13 C 

43 
美生川河川敷公

園 
31 3 11 2 緑 1 1 1 4 1             8 D 

44 弥生緑地公園 43 2 4 1 緑 1 0 0 0 0             4 D 

45 大成緑地公園 18 5 2 1 緑 1 0 0 1 1             8 D 

46 
東工西１７号緑

地公園 
35 3 4 1 緑 1 0 0 0 0             5 D 

47 東工北緑地公園 25 4 14 2 緑 1 2 1 0 0             8 D 

48 上美生公園 23 4 5 1 緑 1 2 1 1 1 〇 5     〇 5 18 B 

49 大成緑地 17 5 13 2 緑 1 2 1 2 1         〇 5 15 B 

50 会館緑地 17 5 3 1 緑 1 0 0 0 0 〇 5 〇 5 〇 5 22 A 

51 緑町緑地 10 5 3 1 緑 1 0 0 0 0             7 D 

52 南町緑地     1 1 緑 1 0 0 0 0             2 D 
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公園等の再編検討に資するため、各公園の利活用や維持管理の状況を取りまとめた公園

毎のカルテを作成しています。 

【参考例】 個別公園カルテ（緑栄児童公園 抜粋） 
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3-5 他都市の計画事例 

・公園ストック再編計画策定の参考とするため、類似する他都市事例を調査

しました。 

① 福岡県飯塚市 

② 滋賀県湖南市 

③ 東京都武蔵野市 

④ 奈良県奈良市 

⑤ 北海道滝川市 

⑥ 北海道室蘭市 

⑦ 北海道網走市 

⑧ 北海道札幌市 

⑨ 北海道恵庭市 
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■飯塚市 

 

 

 

  

計画名 飯塚市(福岡県)公園等ストック再編計画

背景と目的
人口減少や施設の老朽化に伴い、公園等の長期的に安定した維持管理や公園機能の維持を図

る

計画年度 令和3～11年度

人口(平成27年国勢調査) 129,146人

対象公園 都市公園及びその他公園の全て

都市公園　62(125.06)

児童遊園　50(5.41)

開発遊園　125(5.85)

その他の遊公園　67(55.97)

合計　304(192.29)

住民アンケート 配布対象2,000人、回収660人(回収率33%)　

第2次飯塚市総合計画(平成29～令和8年度)

飯塚市都市計画マスタープラン(平成22～令和8年度)

飯塚市立地適正化計画平成29～令和8年度)

飯塚市公共施設等の在り方に関する第3次実施計画(平成29～令和7年度)

飯塚市緑の基本計画(平成22～令和8年度)

第2次いいづか健幸都市基本計画(令和元～5年度)

①都市公園以外の公園は、都市公園を補完するものとし、再整備、維持、統合集約、機能分

担、用途変更を考慮し再編を図る

②都市公園は、法改正によって用途変更が可能となった時点で、段階的に再編を図る

③法に基づき設置された開発遊園は、②と同様とする

・飯塚市公共施設等の在り方に関する第3次実施計画に基づき、今後20年間で公園面積を

20％削減とする

・都市公園を除く242か所の遊園等を対象とする

Ａ再整備：公園施設の整備により質の向上と魅力アップを図る

Ｂ維持：ランニングコストに配慮し公園機能の維持を図る

Ｃ統合集約・機能分担：誘致圏が重複する公園の統合集約、機能分担を図る

Ｄ用途変更：地区住民との協働により今後の利活用を検討する

誘致圏が重複し、居住誘導区域内　→　Ｃ統合集約・機能分担

誘致圏が重複し、居住誘導区域内　→　Ｄ用途変更

誘致圏が重複しない、2,500㎡以上　→　Ｂ維持

誘致圏が重複しない、2,500㎡未満　→　Ａ再整備

上記により、Ｃ及びＤに分類される公園から(用途変更不可能遊園を除く)、公園別評価点の高

いものを優先順位とし、用途変更候補として検討する

【公園別評価点】

経過年数：年数により1～4点

誘致圏内重複数：個所数により1～4点

周辺施設機能の集積：ポジティブチェックにより1～4点

以上から、地元住民の管理状況や利用状況を踏まえ用途変更候補公園から除外したものを対

象とする

個所数(整備面積ha)

上位・関連計画

再編の基本方針

再編の目標

再編の方向、内容
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■湖南市 

 

  

計画名 湖南市(滋賀県)公園等ストック再編基本計画(案)

背景と目的

人口減少社会や厳しい財政状況の中で、公園施設の老朽化が進み、多様化するニーズに応え

きれていない現状を踏まえ、今後の公園等の長期的に安定した維持管理や公園機能を維持し

ていくため、地域のニーズに応じた新たな利活用や都市の集約化に対応した公園等ストック

再編の方針を定める

計画年度 令和6～15年度

人口(令和2年国勢調査) 54,460人

対象公園 供用済みの都市計画公園・緑地及び地域ふれあい公園

都市計画公園・緑地　22(46.29)

　地区公園　1(6.00)

　近隣公園　7(18.40)　　

　街区公園　11(4.63)　

　緑地　3(17.26)

地域ふれあい公園　185(14.15)

合計　207(60.44)

住民アンケート 市民アンケート　364人　　小学生アンケート　390人　　学童保護者アンケート　277人

湖南市国土利用計画(平成19年度策定)

第二次湖南市総合計画後期基本計画(令和3～7年度)

湖南市都市計画マスタープラン(令和3～17年度)

改訂　湖南市立地適正化計画(令和4～27年度)

公共施設等総合管理計画(平成29～令和10年度)

公園施設長寿命化計画(平成29～令和8年度)

湖南市景観計画(令和2年度策定)

湖南市国土強靭化地域計画(令和2～6年度)

基本コンセプトを「ずっとここに暮らしたい」まちづくりと連動した「使われ活きる公園

等」の実現とし、次を基本方針とする

①緑の充実を図り、市民の暮らしの満足度の向上に寄与する公園等機能の再編

②公園管理費を削減し、公園等の継続性を高める

③公園等の利用を促進するとともに、公園等の利用・維持管理の効率化を図る

・公園等管理面積の約2割の削減

・市民の公園に対する満足度の向上(令和5年　51.6％)

【公園評価の視点】

①誘致圏内での公園重複状況　；　重複個所数によりＡ～Ｄ評価

②整備経過年数　；　整備後年数区分によりＡ～Ｄ評価　

③管理状況　；　管理状況の程度によりＡ～Ｄ評価

④利用状況　；　利用状況によりＡ～Ｄ評価

⑤市民からの評価　；　アンケート調査結果の内容について評価の目安とする

【再編対象の公園】

・Ａを4点、Ｂを3点、Ｃを2点、Ｄを1点として、各公園等について①～④を集計する

・評点４～６点の公園等を再編の候補とし、52公園等が対象となる

【再編の方向性】

評点7点以上の公園等は継続利用とする

評点6点以下の公園等で、誘致圏が重複していないものは再整備を図る

評点6点以下の公園等で、誘致圏が重複しているものは統廃合を含めた再整備を図る

【拠点となる公園等の再編】

5か所の公園等を「拠点となる公園等」として位置付け、市民アンケート調査結果をもとに、

それぞれの再編の方向性を検討する

　

個所数(整備面積ha)

上位・関連計画

再編の基本方針

再編の目標

再編の方向、内容
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■武蔵野市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画名 (武蔵野市(東京都))公園・緑地リニューアル計画2020

施設の老朽化とともに機能や魅力の低下がみとめられる公園緑地を対象に、それぞれの公園

がもつ機能や特性を地域間で相互に補完し合うことにより体系的な公園事業を展開する

(平成２２年策定の「公園・緑地リニューアル計画」の改定)

対象公園 武蔵野市が設置・管理する公園緑地など

個所数(整備面積ha) 合計　178(63.5)

武蔵野市第六期長期計画(令和２年度策定)

武蔵野市緑の基本計画2019(平成30年度策定)

武蔵野市公共施設等総合管理計画(平成28年度策定)

公園緑地等維持管理ガイドライン(平成26年度策定)

公園施設長寿命化計画(平成27年度策定)

公園・緑地カルテ(平成28年度更新)

①改良により基本機能と質を保つ

②昨日の向上を図り有効に活用する

③新たな魅力を創出し利用を促進する

・今ある緑を守りながら質の高い緑空間を創出

　(緑被率・緑被面積の向上、借地公園の恒久的利用)

・緑を豊かに感じる場所を増やす

・地域ニーズに合わせた広さのある公園の配置と柔軟な公園緑地の活用に取り組む

・緑に関する関心度を高める

　(多様な主体との連携による質の高い緑の創出、市民自らが参加できる機会の充実)

公園・緑地カルテでの公園・緑地のポテンシャル発揮度やリニューアル必要度の評価をもと

に、リニューアルを進める

基本方針に対応するリニューアルメニューを次のとおりとする

①施設等の修繕

　施設の老朽化への対応、植栽の適正化、バリアフリーへの配慮、安全・安心の向上

②機能の改善

　防災機能の向上、都市環境の改善、レクリエーション機能の改善、景観形成

③機能の転換・新たな魅力創出

　公園の特色活用

　活用方法の検討

【公園区の設定】

・公園区をコミュニティレベル、3駅圏レベル、全市レベルで設定

・公園区毎に機能の分担・特化による公園緑地の有効活用を図る

・公園区内の地域ニーズや特徴を踏まえ、機能の重複部分に新たな機能を付加するスペース

として有効利用を図る

上位・関連計画

再編の基本方針

再編の目標

背景と目的

再編の方向、内容
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■奈良市 

 
 

 

  

計画名 奈良市(奈良県)公園マネジメント基本計画

計画年度 令和4～13年度　

人口 公園利用者対面式アンケート調査　608件

対象公園 奈良市が管理する都市公園及びこれに準ずる児童遊園、ちびっ子広場、緑地等

都市公園　581(212.9)　

その他の施設　62(2.2)

合計　643(235.15)

公園利用者対面式アンケート　608件

乳幼児保護者WEBアンケート　64件　

小学生WEBアンケート　5474件

奈良市総合計画

奈良市都市計画マスタープラン

奈良市緑の基本計画

奈良市地域防災計画

奈良市環境基本計画

奈良市子ども・子育て支援事業計画　他

①公園を介して出会い・交流がある暮らし

②お気に入りの公園がある暮らし

③自分たちで居場所を編集する暮らし

・市民の公園への”関わりしろ”の拡充・”使いこなし”の支援

・効率的なストックマネジメントの実現

・利用者ニーズを把握し、公園運営にフィードバックする仕組みづくり

・画一的な仕様・ルールと利用状況とのギャップ解消

・多様な主体と連携した子応援づくり

・公園の配置や社会情勢を踏まえた各公園の役割・機能のアップデート

【公園の役割分担と相互ネットワーク形成】

広域来訪型都市公園

・広域からの来訪者を想定

・多様なニーズを満たす機能を確保

地域の核となる都市公園

・地域全体からの来訪を想定

・遊戯・軽運動・集会等の利用を基本にニーズに応じた機能を確保

身近な都市公園等

・徒歩10分圏からの来訪を想定

・複数の相互補完により、地域居住者のニーズを踏まえた機能を確保

【都市公園等のマネジメント推進方策】

・伝える／継続的なクエンの利活用促進

・維持・運営する／計画的な公園施設のメンテナンス

・チェックする／定期的なモニタリング

・変える／公園の役割や条件に応じたデザイン

再編の基本方針

再編の目標

再編の方向、内容

都市公園等は、都市環境の改善、自然環境の保全、都市防災等の役割を担う一方、多様化す

る市民ニーズへの対応や人口減少、厳しい財政状況等の社会情勢の変化により、より効果

的・効率的な管理・運営が求められることから、今後の公園等の整備・管理・活用の将来像

や重視される視点、基本的な方向性を示すため策定する

個所数(整備面積ha)

住民アンケート

背景と目的

上位・関連計画
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■滝川市 

 

 

■室蘭市 

 
  

計画名 滝川市都市公園ストック再編計画

背景と目的
人口減少や厳しい財政状況を踏まえ、満足度を高め、将来にわたり長く利用される公園の整

備を図る

計画年度 令和3～22年度

対象公園 行政区域内公園等及び滝川公園、空知川緑地

住区基幹公園　61(82.01)

都市基幹公園　3(179.1)

特殊(風致)公園　3(21.79)

その他(緑地)　1(2.2)

合計　68(285.1)　

住民アンケート 緑の基本計画　市民553人、小学生569人

滝川市総合計画(平成24～令和3年度)

滝川市都市計画マスタープラン(平成23～令和12年度)

滝川市緑の基本計画(令和元～20年度)

①「選択と集中」による公園整備

②「公園の機能分担」による公園整備

③公園利用の「きっかけ」づくり

再編の目標
再編事業期間を4期に分け38公園に集約・再編、月1回程度以上の利用率を25.8％から50％に

高める

「選択と集中」：公園の廃止や、地域の創意工夫による跡地の利活用

「公園の機能分担」：「子育て支援」型、「高齢社会等の課題に対応した福祉対応」型、

「コミュニティ・多世代交流拠点」型に分類

公園利用の「きっかけ」づくり：情報発信、地域による自主管理、様々な事業主体との連携

再編事業期間を4期に分け38公園に集約・再編、月1回程度以上の利用率を25.8％から50％に

高める［再掲］

上位・関連計画

個所数(整備面積ha)

再編の基本方針

再編の方向、内容

計画名 室蘭市中島地区公園機能再編方針

対象公園 中島地区内の都市公園

街区公園　6(1.41)

地区公園　1(7.1)

合計　7(8.51)

住民アンケート 中島公園　618人(回収率26％)　対象公園　255人(回収率28％)

室蘭市都市計画マスタープラン(令和2～２２年度)

室蘭市立地適正化計画(令和2～22年度)

東室蘭駅周辺地区まちづくり将来ビジョン

再編の基本方針 中島地区公園の全体テーマを「賑わいがあって、子育てが楽しくなる場所」とする

再編の目標 新たな公園機能を整備するとともに、官民連携による公園管理運営方針の検討を進める

再編の方向、内容 ７公園それぞれについて、新たな機能をイメージし、公園管理運営の方向を示した

個所数(整備面積ha)

上位・関連計画
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■網走市 

 

  

計画名 網走市都市公園等再編計画

背景と目的

公園の老朽化や人口減少等の時代やニーズの変化に伴い、公園機能が十分発揮されていな

い、多くの公園の更新が必要とされる中、維持管理費の圧縮等に配慮しながら、将来予測に

基づく公園配置の整理や機能の集約化等の再編整備が必要である

計画年度 令和5～９年度

対象公園 網走市街地内の公園

個所数(整備面積ha) 都市計画公園　30

その他の都市公園　35

その他の公園　14

合計　79

住民アンケート 子育て世代・町内会の公園利用状況アンケート

上位・関連計画 網走市立地適正化計画

・地域の利用実態を踏まえ、敷地の大きな公園等を地域の拠点として位置づけし、近隣の公

園施設機能の集約化の検討

・新興住宅で公園整備が遅れていた地域に適正配置となるよう新規公園整備の検討

再編の目標 新たな公園機能を整備するとともに、官民連携による公園管理運営方針の検討を進める

【公園の整備】

遊戯施設を整備する公園　33

遊戯施設を整備しない公園　46

新規に整備する公園(遊戯施設あり)　4

【公園の再編】
「総合拠点型」　10　　敷地面積の大きな公園とし、「子育て支援型」「多世代交流型」の

機能を内包
「子育て支援型」　27　　遊戯施設をを中心に整備

「多世代交流型」　46　　多目的に利用可能な緑地広場を整備　上記「遊戯施設を整備しな

い公園」46が該当

再編の基本方針

再編の方向、内容
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■札幌市 

 

  

計画名 札幌市公園整備方針

背景と目的

人口減少社会の到来、それに伴う経営資源の制約などの転換期を踏まえ、「地域間の身近な

公園の偏り」「公園施設の老朽化の進行」「ニーズの変化と機能重複」といった公園の課題

に対応した整備を進める

計画年度 令和２年3月策定(「札幌市緑の基本計画」の改定等にあわせ見直す)

人口 　

対象公園 札幌市所管の都市公園

都市公園のうち厚別公園と札幌芸術の森を除く2,737箇所(平成30年度末)

合計　2,379(2,011.9)

平成30年度札幌市みどりに関する市民アンケート調査

配布対象3,000人　回収1,177人(回収率39.2％)

札幌市まちづくり戦略ビジョン

札幌市緑の基本計画

札幌市公園施設長寿命化計画

第2次札幌市都市計画マスタープラン

新・札幌市バリアフリー基本構想

札幌市避難場所基本計画　他

再編の基本方針

公園の「配置」(どこにどんな大きさで作るか)「種類」(どんな目的の公園をつくるか)「施

設」(どんな内容の施設を設置するか)の３つの視点から、目標とする公の姿を具体化し、施策

展開へとつなげる

・公園の必要性が高い地域について、未充足を解消するため、公園が全くない地域には街区

公園を新規整備、狭小公園がある地域には既存街区公園の拡張を図る

・公園が密集している地域について、機能の分担や統合により密集状態の解消を図る

新規整備：地域に必要な公園機能を満たす面積1,000㎡以上の街区公園を確保する

拡張：新規整備に順じ、拡張により地域に必要な公園機能を確保する

機能分担・統合：公園密集地域の機能分担とともに、統合による効果を検討する

街区公園

　「地域の核となる公園」「機能特化公園」「その他の街区公園」に分類し、整備

近隣公園

　地域に必要な公園機能の整備、広い面積を生かし多目的に使える広場等の整備

地区公園

　地域に必要な公園機能の整備、広い面積を生かし幅広く使える広場等の整備

総合公園、遠藤公園

　公園コンセプトに基づき、魅力の維持、向上が図られる整備

都市緑地

　緑の保全等のため、機能の再編は行わず、老朽化した施設の更新を図る整備

特殊公園、緩衝緑地、緑道

　公園ごとに整備内容や整備手法を検討

公園施設の将来像

①適切な施設配置、持続可能な施設総量となっている

②計画的な整備や維持管理によって、施設の安全性が確保されている

③利用者にやさしい公園となっている

④公園機能に関する他分野との連携が図られている

⑤冬季も屋外で公園が活用されている

個所数(整備面積ha)

上位・関連計画

再編の目標

再編の方向、内容

住民アンケート
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■恵庭市 

 

 

計画名 恵庭市街区公園再整備計画

背景と目的
市民の日常生活に最も密着した街区公園を対象に、公園施設の老朽化やニーズの変化と機能

重複等に対応する計画的な公園整備の実現を図る

計画年度 令和5～14年度

対象公園 恵庭市建設部が所管する街区公園(87箇所)のうち下記条件に合致する20公園

整備または再整備が完了してから30年以上経過した公園　48

恵庭市地域防災計画の一時避難所に指定されている公園　57

定期点検で劣化判定ＣまたはＤとなった割合が50％を超えた公園　51

他事業を検討されている以外の公園　(他事業検討公園　2)

合計　以上の条件を満たす公園　20(5.69)

住民アンケート 　

第5期恵庭市総合計画(平成28～令和7年度)

恵庭市緑の基本計画

恵庭市公園施設長寿命化計画

恵庭市都市計画マスタープラン

恵庭市バリアフリー基本構想

恵庭市地域防災計画　ほか

・公園施設の老朽化への対応

・ニーズの変化と機能の重複への対応

再編の目標 対象となる20公園を10か年で整備

以下の指標に基づき、対象公園の評価ランクおよび評価点を算定し、評価点の高い公園から

順次再整備を進める

①公園供用開始からの経過年数

②劣化した遊具の割合

③公園利用者数

④公園誘致距離内の将来人口

⑤一時避難所としての避難者数

⑥公園周辺の状況(福祉施設、他の都市公園)

⑦生活改善要望における地域要望

個所数(整備面積ha)

上位・関連計画

再編の基本方針

再編の方向、内容
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第４章 公園再編の実施計画 

4-1 公園等再編の実施プラン 

①公園機能再編パターンの検討 
第３章で述べた緑の基本計画に基づく「子育て支援」型、「高齢社会等に対応した福祉対応」

型、「コミュニティ・多世代交流」型への機能再編を踏まえ、今後の高齢化社会の進展など社会

情勢や地域特性、公園の配置バランス、維持管理経費への負担などを総合的に考慮し、公園

再編のパターンを「子ども型」「高齢者型」「交流型」「休養型」「緑地型」の５種類としました。 

公園再編パターンの振り分け条件としては、以下の表のとおり、周囲の関連施設の有無や地

域の年齢構成の状況、施設の規模、設置個所などに配慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この振り分け条件を対象公園５２箇所に当てはめた結果が以下の図のとおりとなりま

した。 

内訳は、「子ども型」が６箇所、「高齢者型」が３箇所、「交流型」が１８箇所、「休養型」

が６箇所、「緑地型」が１９箇所となりました。 

 

次頁 図 ― ５２公園の再編振り分け図  

パターン 基本⽅針 振り分け条件 主な機能 
⼦ども型 ・幼児・児童⽤公園 ・周囲に⼩中学校、幼稚園、保育園、⼦育て⽀援施設等が存在する場合 遊具 
（⼦育て⽀援） ・同類の街区公園が誘致圏に重複している場合（機能集約） 広場 

・周辺居住区の低年齢層が多い場合 
・⼈気がある場合 

⾼齢者型 ・憩いと軽運動の広場 ・周囲に⾼齢福祉施設等が存在する場合 健康器具 
（福祉対応） ・周辺居住区の⾼齢化率が⾼い場合 園路等歩⾏スペース 

交流型 ・地域の核となる公園 ・ある程度広い⾯積を有する場合 複合型 
（コミュニティ ・運動公園 ・周囲にコミュニティセンター等が存在する場合 
 ・多世代交流） ・市街地内の総合、地区、近隣公園の場合 

休養型 ・憩いの広場 ・他に機能が集約され、オープンスペースが残る場合 修景広場 
・居住誘導区域外の場合 ベンチ 
・市街地外の近隣公園等の場合 芝 

緑地型 ・緩衝緑地 ・緩衝緑地帯として設置されている場合 樹林 
・緑地公園 ・樹林地、植栽地として設定されている場合 植栽 
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公園

番号 
種別 公園名 

台帳面積 

（㎡） 
現況 再編理由 パターン 

再編

評価 

1 街区公園 緑栄児童公園 2,279.00 遊具は更新している。誘致距離の重複が多い。 
将来高齢者割合が多く、近距離に遊具のあ

る公園がある。 
高齢者型 D 

2 街区公園 西町児童公園 2,700.00 遊具が比較的少なく、誘致距離の重複が多い。 近距離に遊具のある新しい公園がある。 緑地型 C 

3 街区公園 緑町児童公園 2,686.00 
誘致距離が他の公園と全域重複している。後付けで

遊具を設置している。 

誘致距離の重複が多い、近距離に遊具のあ

る公園がある。 
休養型 C 

4 街区公園 西園児童公園 4,192.92 
遊具が多いが古いものもある。緑が多く大きな築山

あり。 

近隣の公営住宅の撤去が計画されているた

め。 
緑地型 B 

5 街区公園 大和児童公園 3,521.02 
樹木が多く傾斜がある。遊具が古い。大きい公園の

誘致距離と重複する。 

傾斜地で緑が多い公園、近距離に遊具のあ

る公園がある。 
休養型 B 

6 街区公園 幸町児童公園 736.50 芝生のみ。 地域福祉館の庭のような場所で狭い。 緑地型 D 

7 街区公園 柏木児童公園 2,503.14 遊具が充実、人気がある。 人気があり、近隣に保育園がある。 子ども型 B 

8 街区公園 弥生北町児童公園 10,805.70 居住誘導区域外で年少人口も少ない。 
居住誘導区域外の緊急避難場所として維

持。 
休養型 D 

9 街区公園 弥生中央公園 511.09 芝生のみ。 
狭く、近くに人気の公園があるため現状維

持。 
緑地型 C 

10 街区公園 弥生児童公園 6,422.28 遊具が充実、人気がある。 人気のある親水公園。 交流型 A 

11 街区公園 弥生東公園 2,763.00 広い広場があり、人気がある。 広場があり、年少人口が多い地域。 交流型 B 

12 街区公園 ひばり児童公園 3,915.11 遊具が充実、人気がある。 遊具が充実、コニュニティー施設が近い。 交流型 B 

13 街区公園 美生川沿運動広場 7,151.60 運動公園に特化している。 運動広場として整備された公園。 交流型 B 

14 街区公園 美園児童公園 2,559.82 遊具が多いが古いものもある。 幼稚園や子育て支援施設が近くにある。 子ども型 B 

15 街区公園 麻生東児童公園 751.00 芽室小学校に最も近いが、狭く遊具が少なく古い。 
小学校から最も近いので、立地を生かした

公園とする。 
子ども型 B 

16 街区公園 麻生児童公園 660.00 
遊具が古く少ない。狭いが場所が良い。遊具のある

街区公園と誘致距離が重複しない。 

再編評価が高い。狭いが麻生地区をカバー

する公園がここしかない。 
子ども型 A 

17 街区公園 錦町児童公園 2,937.00 遊具が多いが古いものが多い。 錦町の中核的公園。 交流型 C 

18 街区公園 錦町西児童公園 3,111.28 遊具のない広場。 
運動広場としての位置づけ、錦町児童公園

と役割分担。 
交流型 C 

19 街区公園 花園西児童公園 220.00 狭く遊具が古いものが多い。芽室南公園に近い。 

狭い。近隣の公営住宅の撤去が計画されて

いるため、錦町児童公園と麻生児童公園に

機能を移転する。 

緑地型 B 

20 街区公園 南が丘児童公園 1,562.58 芽室南公園に近い。 
芽室南公園と南町児童公園に機能を集積す

る。 
高齢者型 C 

21 街区公園 南町児童公園 7,504.78 広く遊具も多い、利用者が多い。 広い敷地、利用者が多い。 交流型 C 

22 街区公園 南が丘南街区公園 4,025.10 
芽室南公園に近い。誘致距離の年少人口が多くな

い。 
高齢化。芽室南公園に機能を集積する。 高齢者型 D 

23 街区公園 松林公園 6,883.00 
遊具もあり場所もいいが人気がない。比較的広い

が、緩衝緑地が半分以上を占める。 
再編評価が高く、年少人口が多い。 子ども型 A 

24 街区公園 たいせい公園 2,200.00 遊具が充実、人気がある。 再編評価が高く、人気が高い。 子ども型 A 

25 街区公園 青葉緑地公園 1,116.78 公園が細長く緑地として活用している。 緑地として維持。 休養型 C 

26 街区公園 あいあい公園 10,945.00 大変人気があるが遊具は少ない。 再編評価が高く、人気が高い。 交流型 A 

27 街区公園 イリス公園 6,746.97 新しく遊具が充実、大変人気がある。 再編評価が高く、人気が高い。 交流型 A 

28 総合公園 芽室公園 202,279.97 芽室の代表的な公園。遊具は古い。 再編評価が高く、人気が高い。 交流型 A 

29 近隣公園 ピウカ公園 20,534.96 遊具が多いが古いものもある。大変人気がある。 再編評価が高く、人気が高い。 交流型 A 

30 近隣公園 東工北１公園 20,679.96 パークゴルフ場として整備されている。 パークゴルフ場として維持。 交流型 D 

31 近隣公園 東工北２公園 12,000.79 工業地域内の広い公園。 広い整備された近隣公園。 休養型 C 

32 近隣公園 芽室東公園 24,132.00 遊具が多いが古くなりつつある。大変人気がある。 再編評価が高く、人気が高い。 交流型 A 

33 近隣公園 芽室西運動広場 30,092.00 サッカーグラウンドとして使用、借りている。 サッカー場として使用している運動広場。 交流型 A 

34 地区公園 芽室南公園 67,533.55 遊具が多いが古いものもある。大変人気がある。 再編評価が高く、人気が高い。 交流型 A 

35 地区公園 南多目的運動公園 29,958.50 野球場・弓道場がある。 野球場と弓道場がある運動公園。 交流型 B 

５２公園振り分け一覧表 
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公園

番号 
種別 公園名 

台帳面積 

（㎡） 
現況 再編理由 パターン 

再編

評価 

36 緑地 ピウカ緑地公園 5,121.00 草地、樹林地。 ピウカ川右岸の緩衝緑地。 緑地型 C 

37 緑地 ピウカ緑地 10,463.00 樹林地、園路や四阿などが整備されている。 ピウカ川右岸の緩衝緑地。 緑地型 B 

38 緑地 芽室霊園緑地公園 13,650.00 パークゴルフ場として整備されている。 パークゴルフ場として維持。 交流型 C 

39 緑地 錦町中央緑地公園 544.00 緩衝緑地として整備。 現状維持。 緑地型 D 

40 緑地 錦町緑地公園 982.00 良好な緑地公園、広場がある。 現状維持。 緑地型 D 

41 緑地 中央緑地公園 1,169.00 公民館の緩衝緑地。 現状維持。 緑地型 C 

42 緑地 東栄緑地公園 3,724.00 緩衝緑地として整備。 現状維持。 緑地型 C 

43 緑地 美生川河川敷公園 25,646.00 パークゴルフ場として整備されている。 パークゴルフ場として維持。 交流型 D 

44 緑地 弥生緑地公園 1,200.39 居住誘導区域外、特に整備はされていない。 現状維持。 緑地型 D 

45 緑地 大成緑地公園 6,108.00 雨水調整池、管理地として指定。 雨水調整池として管理。 緑地型 D 

46 緑地 東工西１７号緑地公園 3,350.00 範囲不明、草地、樹林地。 現状維持。 緑地型 D 

47 緑地 東工北緑地公園 6,055.00 調整池を兼ねる良好な緑地公園。 現状維持。 緑地型 D 

48 緑地 上美生公園 8,360.00 良好な緑地公園で広い。周辺人口が少ない地域。 都市計画区域外の緑地公園のため。 休養型 B 

49 緑地 大成緑地 47,850.00 樹林地、園路が整備されている。 JR との緩衝緑地として機能。 緑地型 B 

50 緑地 会館緑地 1,217.00 駐車場と芝生。 コミュニティセンターの庭のような場所。 緑地型 A 

51 緑地 緑町緑地 306.00 駐車場脇の芝生の一部。 狭小地のため現状維持。 緑地型 D 

52 緑地 南町緑地 244.40 草地、手入れされていない。 狭小地のため現状維持。 緑地型 D 

 

 

②地域別再編パターンの検討 
次に、対象となる５２公園の再編パターンについて、地域を 「北部」「南部」「東部・そ

の他（東工業団地、新生、上美生）」の３区分に整理し、以下の図表に示しました。 

なお、芽室公園のような総合公園や、地区公園 ・近隣公園といった規模が大きく多様

な機能を持つ公園は、元来「交流型」の機能を有する公園として位置づけています。 

一方、今回新たに 「交流型」に区分した街区公園等は、従来の児童公園から機能を拡

張し、多様化を図る公園としています。 

その他の公園については、「子ども型」「高齢者型」「休養型」「緑地型」に分類し、そ

れぞれの特性に応じた機能を備える方針です。 

また、図表内には前章 （３－４）で示した再編評価 （Ａ～Ｄ）も併せて記載しています。 
 

  

５２公園振り分け一覧表 
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○北部地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ＪＲ根室本線より北側の北部地

域は、居住人口が多く、児童・福祉

施設が充実している地域です。芽

室公園、あいあい公園、イリス公園

など人気のある公園が多いです。 

 

この地域には２６箇所の公園があ

り、総合公園である芽室公園、近隣

公園のピウカ公園が主要な公園と

なっています。 

 

他に、 「交流型」が７箇所のほか、

「子ども型」２箇所、「高齢者型」

１箇所、「休養型」４箇所、「緑地型」

１０箇所となっています。 

 

再編
パターン

公園
番号

種別 公園名 再編
評価

交流型 28 総合公園 芽室公園 A
交流型 29 近隣公園 ピウカ公園 A
交流型 10 街区公園 弥生児童公園 A
交流型 11 街区公園 弥生東公園 B
交流型 12 街区公園 ひばり児童公園 B
交流型 13 街区公園 美生川沿運動広場 B
交流型 26 街区公園 あいあい公園 A
交流型 27 街区公園 イリス公園 A
交流型 43 緑地 美生川河川敷公園 D
⼦ども型 7 街区公園 柏木児童公園 B
⼦ども型 14 街区公園 美園児童公園 B
⾼齢者型 1 街区公園 緑栄児童公園 D
休養型 3 街区公園 緑町児童公園 C
休養型 5 街区公園 大和児童公園 B
休養型 8 街区公園 弥生北町児童公園 D
休養型 25 街区公園 ⻘葉緑地公園 C
緑地型 2 街区公園 ⻄町児童公園 C
緑地型 4 街区公園 ⻄園児童公園 B
緑地型 6 街区公園 幸町児童公園 D
緑地型 9 街区公園 弥生中央公園 C
緑地型 36 緑地 ピウカ緑地公園 C
緑地型 37 緑地 ピウカ緑地 B
緑地型 41 緑地 中央緑地公園 C
緑地型 42 緑地 東栄緑地公園 C
緑地型 44 緑地 弥生緑地公園 D
緑地型 51 緑地 緑町緑地 D
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○南部地域 
 

ＪＲ根室本線より南側の南部地域は、芽室南公園を中核とする地域で東側に芽室小学

校、芽室中学校がありますが、学校付近には小規模公園しかなく、遊具が充実している

公園は、錦町児童公園や芽室南公園となっています。 
 
 

この地域には１４箇所の公園が

あり、地区公園である芽室南公園

と近隣公園の芽室西運動広場が

主要な公園となっています。 

 

また、その他に「交流型」が４

箇所のほか、「子ども型」２箇所、

「高齢者型」２箇所、「緑地型」４

箇所となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再編
パターン

公園
番号

種別 公園名 再編
評価

交流型 34 地区公園 芽室南公園 A
交流型 33 近隣公園 芽室⻄運動広場 A
交流型 21 街区公園 南町児童公園 C
交流型 18 街区公園 錦町⻄児童公園 C
交流型 17 街区公園 錦町児童公園 C
交流型 38 緑地 芽室霊園緑地公園 C
⼦ども型 15 街区公園 麻生東児童公園 B
⼦ども型 16 街区公園 麻生児童公園 A
⾼齢者型 22 街区公園 南が丘南街区公園 D
⾼齢者型 20 街区公園 南が丘児童公園 C
緑地型 19 街区公園 花園⻄児童公園 B
緑地型 39 緑地 錦町中央緑地公園 D
緑地型 40 緑地 錦町緑地公園 D
緑地型 52 緑地 南町緑地 D
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○東部地域・その他地区（東工業団地、新生、上美生） 
 
 美生川より東側の東部地域、及びその他地区には合計１２箇所の公園があります。 
・東部地域には「交流型」が芽室東公園であるほか、「子ども型」２箇所、 「緑地型」３

箇所となっています。Ａ評価の公園が多い地域で、緑地は緩衝緑地、調整池として機

能しています。 

 

・東工業団地には「交流型」の東工北１

公園があるほか、「休養型」１箇所、「緑

地型」２箇所となっています。工業団

地内という特殊な環境のため、再編評

価が低くなっています。 

 

・新生・上美生地区には、「交流型」の南多

目的運動公園があるほか、「休養型」１

箇所となっていますが、郊外にあり居住人

口が少ない地区となっています。 

 

 

 

  

東部
再編

パターン
公園
番号

種別 公園名
再編
評価

交流型 32 近隣公園 芽室東公園 A
⼦ども型 24 街区公園 たいせい公園 A
⼦ども型 23 街区公園 松林公園 A
緑地型 50 緑地 会館緑地 A
緑地型 45 緑地 大成緑地公園 D
緑地型 49 緑地 大成緑地 B
東工業団地
交流型 30 近隣公園 東工北１公園 D
休養型 31 近隣公園 東工北２公園 C
緑地型 46 緑地 東工⻄１７号緑地公園 D
緑地型 47 緑地 東工北緑地公園 D
新生・上美生
交流型 35 地区公園 南多目的運動公園 B
休養型 48 緑地 上美生公園 B
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③再編パターン毎の整備イメージ 
再編パターン毎の整備イメージ図を示します。 

 

「子ども型」 ： 遊具を中心に見守りベンチなどを配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高齢者型」 ： 健康遊具や散策用園路、休憩ベンチなどを配置しています。 
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「交流型」 ： 遊具や園路、四阿（あずまや）、軽スポーツができる広場など多様な機能施設を

配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「休養型」 ： 芝生広場や休憩ベンチを配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「緑地型」 ： 樹木、芝生を基本に配置しています。 
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④町⺠ワークショップの開催 
ワークショップの開催の主旨 
 

モデル公園を対象に、参加者による再編案の検討を行い、その効果と課題を整理しました。 

併せて、ワークショップを通じて「都市公園ストック再編計画」に対する意見・要望・提案等を

収集することを目的に、全３回にわたり開催しました。 

 

●第１回 
 

目的：町内公園(モデル地区)の現状の整理と都市公園ストック再編計画の理解 

 

①現地見学 

芽室町内の公園の実情を把握するため、現地見学を実施し、参加者と公園ストッ

ク再編に向けた課題を共有しました。 

現地見学の対象エリア（検討モデル地区）については、新旧の街区公園が混在し、

公園の種類や規模の違いを比較・理解しやすい地域として、下図のように設定しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②意見交換 

現地見学終了後、確認した公園の好ましい点や、現在の利用実態(機能)に基づく

課題等を整理しました。その上で、今後の公園機能評価に必要となる要素や条件に

ついて、参加者間で意見交換を行いました。 
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モデルケース５公園への意見・感想 

公園名 魅力・良いところ 課題・問題点 将来のイメージ 

芽
室
公
園 

・芽室公園が大好きだ、という声が

多い。 

・噴水がきれいで、遊ばせやすい。

広くて何もない芝があるのも良

い。 

・イベントとして花火大会やアイス

キャンドルがある。花火は十勝で

芽室しかないのでは、というくら

い近場で見ることができる。強み

だと思うので、町もサポートして

ほしい。 

・古い名木がしっかりと残っている

のもとても良い。 

・公園内で動から静へシーンが変わ

っているのが面白い。 

・噴水は良い施設。 

・カシワ、クリ、サクラは大切であ

る。 

・芝の外周がじめっとしていて、ベ

ンチも濡れていてすぐには座れ

ないので、対策してほしい。 

・公園の西側が活用されていない。 

・BBQ の人気が高く、いつも満員 

設備を整え、多世代が利用できる

とよい。 

・スケートボードが普及している

が、芽室町には練習するところが

なく、小さな子が遊べるところも

ない。 

・坂がなく、そり遊びなどができる

場所が近場にない。芽室公園の坂

を使い、そういった場所をつくっ

ても良いのではないか。 

・総合案内板があると公園にあるも

のやエリアがわかりやすい。ま

た、記念碑や彫刻など、歴史の意

味合いも含める。 

緑
栄
児
童
公
園 

・芝生が整っており、きれい。 

 

・緑町児童公園と似たような形で近

くにあり、特徴が同じ。使用用途

も同様でつまらないのでは。 

・日陰がない。 

・使い方がわからない遊具がある。 

 

西
町
児
童
公
園 

・芝生が整っており、きれい。 

・一時避難所である。 

・日陰がない。 

・使い方がわからない遊具がある。 

・町のスポーツとしてソフトボール

の設備が整備されているが今は

利用がない。 

・高齢者が多いので、日陰になって

いて座りやすいような憩いの場

として用意するのも良いのでは

ないか。 

緑
町
児
童
公
園 

・芝生が整っており、きれい。 

・地域の人の植樹などもあり、周辺

住民の憩いの場になっている。 

・緑栄児童公園と似たような形で近

くにあり、特徴が同じ。使用用途

も同様でつまらないのでは。 

・日陰がない。 

・緑栄児童公園か緑町児童公園で、

外周を自転車の練習ができるよ

うなアスファルトの道があると

よい。 

イ
リ
ス
公
園 

・日陰があって、子どもたちも遊び

やすい。 

・夏も日陰があり、カードゲームな

どでも遊べる。 

・子どもたちに使われている。 

・ハルニレの木陰にベンチがあるの

が良い。 

・河川が近く、住宅との境界や軒付

近など管理が難しそうである。 

・ストライダーなどでも遊べる場所

があってもよいのではないか。 

そ
の
他 

・全体を通して、芽室町の公園は芝

が素晴らしい。 

・芝生の管理が行き届いている。 

・周辺の人の使い方が今回は見られ

なかった。 

・様々なサクラがあっても良いので

はないか。 
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●第２回 
 

目的：モデル地区公園について短中期的な方向性、あり方（再編パターン）の検討 

 

①モデル地区内５公園の将来像検討 

公園ストック全体の適正化を念頭に置き、対象となる５公園の将来あるべき姿（機能形態）

について検討を行いました。具体的には、各公園の機能分類作業を行うとともに、具体的な再

編パターンの提案作成に取り組みました。 

 

②町全体の公園ストック再編計画（案）の提示と確認 

町全体の再編評価案および再編の方向性について提示しました。なお、この案は人口動向、

誘致圏、周辺施設の状況等を踏まえた短・中期的な暫定計画であることを説明しました。 

その上で、モデル地区５公園に関する行政側の評価・再編案と、ワークショップ（各班）で検

討された提案内容を比較し、認識のすり合わせを行いました。 

 

モデルケース５公園の再編への意見 

公園名 

（公園種別） 
意 見 

芽室公園 

（総合公園） 

交流型（地域の核となる公園） 

・芽室町のシンボル。 

芽室町民だけでなく、十勝管内から人が来るレベルの公園。 

・噴水のイメージがあるが、野球場などの運動施設、緑地、噴水広場、花菖蒲園など

役割分担があり、とてもいい雰囲気の場所。 

・将来的には、車椅子が利用可能な園路や高齢者も歩きやすい園路、歩くスキーがで

きるなどの設備があってもよい。 

・様々な人が来る公園として、アクションスポーツ（スケートボード、BMX、インラ

インスケート、３on３バスケットなど）のスペースがあっても良いのではないか。 

・子どもの栗拾いなどの役割は残してほしい。 

・ドッグランがあれば、さらにいろいろな人が訪れるようになるのでは。 

・３on３バスケットを設置してほしい。 

駐車場が近くにあれば、音が響いても周囲に影響がないのではないか。 

緑栄児童公園 

（児童公園） 

子ども型（幼児向） 休養型・高齢者型 

・緑町児童公園とあるものが被っており、位置づけの差がない。 

・芽室町には幼児が遊ぶような場所がない。 

また、幼児と小学生が一緒に遊ぶ場合、ぶつかるなどの危険性がある。 

・幼児の遊び場として位置づけてはどうか。 

・幼児を連れる場合、ベビーカーの移動が多くなるので、駐車場などが整備されると

利用がしやすい。 

・高齢者が多いので、休養型がよい。 
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公園名 

（公園種別） 
意 見 

西町児童公園 

（児童公園） 

高齢者型 交流型（運動） 

・団地が多く、高齢者が多いため、年少人口は少ない。 

・高齢者に向けた公園をつくったほうがよい。 

・高齢者がストレッチなどできるような遊具があるとよい。 

・芽室発祥の地であり、石碑などお金がかかる方法でなくとも良いので、わかりやす

いものがあるとよい。 

・西町児童公園の周辺に高齢者が多く、イリス公園と緑町児童公園に若年層が多いた

め、ここが一番交流型に近い。 

緑町児童公園 

（児童公園） 

 ―（最終型への意見なし） 休養型・高齢者型 

・緑栄児童公園とあるものが被っており、位置づけの差がない。 

・イリス公園と近く、子どもは転々として遊ぶので、自転車移動が想定できる。 

・園内にこぶや坂などを設置し、自転車で遊べる施設があるとよい。 

・花見をしているので、ベンチなどを設置し、休養型とする。 

・高齢者も多い。 

イリス公園 

（街区公園） 

交流型 子ども型 

・子どもがたくさん遊んでいるイメージや、新しいイメージがある。 

・大人も子どもも遊べる交流の場所ではないか。 

・子どもが遊んでいる姿を多く見るので、完全に子ども型。 

・さらに園内に小高い山があるとよい。 

その他 
・すべての公園が交流型であることが理想。 

・子どもが遊んでいる場所に大人の目があると安心。 

 

 

 

  ５公園の再編パターン案 
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●第３回 

 

目的：機能別に必要な公園施設などの検討と再編する公園の優先順位の検討 
 

①機能別に必要な施設などの意見・提案 

第２回で検討したモデル地区５公園の再編パターンについて、各パターンの公園に必要な施 

設などを検討しました。 

 

②公園再編の優先順位等についての検討 

  公園の再編を進めていくうえで、どの公園から整備を行えば良いかや、再編の条件などを検

討しました。 

 

町内の公園再編での重要事項、必須事項への意見 

タイプ名 意 見 

子ども型 

・球技（ボール遊びなど）ができること。 

・自転車練習ができること。 

・それぞれ特色のある公園としてほしい。 

・暗くないこと。 

・怖くないこと。 

高齢者型 

・楽しみながら運動ができること。 

・休憩ができること。 

・（移動を考慮し）駐車場がほしい。 

・多世代がいること。 

・歩けること。 

交流型 

・バランスのよい公園であること。 

・行きやすさ。 

・親しみやすさ。 

・他の世代を感じられること。 

休養型 

・日陰があること。 

・トイレがあること。 

・のんびりできること。 

緑地型 
・（町が活用する方向で考えている場合）歩けるような園路整備程度は必要ではない

か。 

その他 

・再編として分けることは必要なのか。 

・地域の方と話し合って公園の遊具は決めてほしい。 

・子ども型と高齢者型は分ける必要があるのか。 

・５２ある公園のうち、分けないほうがよい公園もある。 

・（かいじゅう公園など）そのままのほうがよい公園もある。 
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公園再編の進め方への意見 

意 見 

【最も重要なこと】 

◯子ども目線で進めること。 

それにより、 

・芽室に人が来る公園にすること。 

・特色のある公園にすること。 

・新しさのある公園にすること。 

 

◯使われているところ（公園）から始めること。 

例えば、 

・芽室公園から始める。 

・しかし、大きいところ（公園）からというわけではない。 

・芽室南公園、イリス公園、あいあい公園、ピウカ公園、ひばり児童公園、弥生児童公園など

は人気があるため、こういった使われている公園から着手してはどうか。 

 

（その他意見） 

・高齢者はそんなに（公園を）使っていないのではないか。 

・子どもが行きたくなるような公園を。また、そのような公園はちりばめて（配置する）。 

・コンビニや住宅地近くの公園から始めるとよいのではないか。 

・西町児童公園から始めるとよいのではないか。 

・周りの年齢層が変わるので、それを踏まえるとよいのではないか。 

・できれば、再整備にあたっては葉っぱの落ちない木にしてほしい。 

・交流型から始めるとよいのではないか。 

・型で進めると、偏った整備になってしまうのではないか。 

・地域の合意ができたところから進めるとよいのではないか。 

・偏らせない進め方を。 

・再編は分散させる。 

・地区の中で、子どもが遊べるところを残しながら進めてほしい。 
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⑤再編整備計画の検討 
ア．再編整備優先公園の考え方 
 

芽室町における都市公園の現況は、街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園の配置数

やバランスにおいて、市街地構成の観点からは概ね適切であると言えます。 
一方で、主に児童公園として整備された街区公園については、人口減少や少子高齢化、

周辺居住者の構成変化に伴い、利活用が十分になされていない実態が見受けられます。 
対照的に、芽室公園や芽室南公園等の大規模公園は多様な機能を持ち、様々な交流の場

として高い人気を博しています。 
公共財産である公園ストックの資産価値向上を目指すためには、大規模公園の機能向上

も重要ですが、利活用に課題を抱える街区公園の機能再編を早急に進め、利用促進を図る

ことが不可欠と考えます。 
したがって、前述の再編パターンおよび再編評価、老朽化した公園施設への対応状況を

総合的に勘案し、優先順位を検討しました。 
検討の結果、再編が急務とされる再編評価 「Ｃ」の１２箇所のうち、８箇所を占める街区

公園を最優先の整備対象とします。 
なお、８箇所の内訳は、北部地域４箇所、南部地域４箇所となっており、再編パターン

別では「子ども型」１箇所、「高齢者型」１箇所、「交流型」３箇所、「休養型」２箇所、

「緑地型」１箇所となります。 
 

   再編評価「Ｃ」 

 
次に、適宜再編が必要とされた再編評価 「Ｂ」１３箇所のうち、街区公園が９箇所含まれ

ていることから、これを優先対象に準じて扱うこととします。 
なお、９箇所は北部地域に７箇所、南部地域に２箇所となっており、再編パターンは 「子

ども型」３箇所、「交流型」３箇所、「休養型」３箇所となっています。 

  

番号 公園種類 公園名 再編評価 再編パターン ゾーン 

2 街区公園 西町児童公園 C 緑地型 北部 

3 街区公園 緑町児童公園 C 休養型 北部 

9 街区公園 弥生中央公園 C 緑地型 北部 

17 街区公園 錦町児童公園 C 交流型 南部 

18 街区公園 錦町西児童公園 C 交流型 南部 

20 街区公園 南が丘児童公園 C 高齢者型 南部 

21 街区公園 南町児童公園 C 交流型 南部 

25 街区公園 青葉緑地公園 C 休養型 北部 
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   再編評価「Ｂ」 

イ．整備の考え方 
以上の街区公園の再編パターンに必要な遊具等の施設について、廃止•撤去や移設、新

設を検討します。 
この場合、再編評価 「Ｄ」となっている公園や、再編パターンが「高齢者型」「緑地型」

の公園に設置している遊戯施設については移設等も含め検討します。 
また、再編評価 「Ａ」の街区公園で、再編パターンにより新たな施設が必要な場合、移

設先として検討します。 
また、公園施設長寿命化計画による劣化判定が悪い施設 （Ｃ判定・Ｄ判定）については、

使用見込み期間を超過している施設は「撤去」または「更新」を計画し、使用見込み期間

を超過していない施設については修繕を検討します。 
一方、街区公園以外の公園について、街区公園の再編整備に併せ整備することが効果的

な場合も併せて検討します。 
次頁の「整備優先順位公園リスト」に示したとおり優先順位、公園の整備方針をまとめ

ました。 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 公園種類 公園名 再編評価 再編パターン ゾーン 

4 街区公園 西園児童公園 B 緑地型 北部 

5 街区公園 大和児童公園 B 休養型 北部 

7 街区公園 柏木児童公園 B 子ども型 北部 

11 街区公園 弥生東公園 B 交流型 北部 

12 街区公園 ひばり児童公園 B 交流型 北部 

13 街区公園 美生川沿運動広場 B 交流型 北部 

14 街区公園 美園児童公園 B 子ども型 北部 

15 街区公園 麻生東児童公園 B 子ども型 南部 

19 街区公園 花園西児童公園 B 緑地型 南部 

〇整備優先公園のリストの再編順位の考え方について以下に示します。 

・再編順位①：再編評価Ｃ判定のうち公園の再編・更新が必要な公園/７公園 

再編評価Ｄ判定のうち施設移設元の公園：緑栄児童公園、南が丘南街区公園/２公園 

本町の核となる公園：芽室南公園（再編評価Ａ判定）/１公園 

 

 

・再編順位②：再編評価Ｂ判定のうち公園の再編・更新が必要な公園/６公園 

再編評価Ｂ判定のうち施設移設元の公園：緑地公園のピウカ緑地/1 公園 

・再編順位③：再編評価Ａ判定のうち公園の再編・更新が必要な公園/１公園 

再編評価Ｃ判定のうち近隣公園の東工北２公園/１公園 

・検討：人口動態の変化（少子高齢化、人口減少）やライフスタイルの多様化に伴い、適

宜施設の再編/更新等について検討する。 
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（整備優先順位公園リスト） 
 

番

号 

公園種類 公園名 作業方針 再編

評価 

再編コン

セプト 

ゾーン 再編順

位 

施設 

1 街区公園 緑栄児童公園 比較的新しいブランコと滑り台があり、再

編コンセプトが高齢者型なので、近隣の柏

木児童公園に移設する。 

D 高齢者型 北部 ① 移設 

2 街区公園 西町児童公園 ブランコ、滑り台、リンク遊具、砂場が、

使用見込み期間が令和８年までとなってい

るので現状維持とし、健康遊具は高齢者型

である緑栄児童公園に移設する。 

C 緑地型 北部 ① 移設 

3 街区公園 緑町児童公園 休養型の公園であるため、基本的に遊戯施

設は柏木町児童公園と美園児童公園へ移設

する。（移設：滑り台、ブランコ、鉄棒） 

C 休養型 北部 ① 移設 

4 街区公園 西園児童公園 当公園は緑地型であるため、遊戯施設のプ

レイウォールが劣化Ｄ判定、砂場もＣ判定

なので共に撤去し、滑り台、グローブジャ

ングル、鉄棒ジャングルジムは麻生東児童

公園に移設する。 

B 緑地型 北部 ② 撤去・移設 

5 街区公園 大和児童公園 当公園は休養型なので、砂場はＣ判定なの

で撤去、スプリング遊具は美園児童公園に

移設する。 

B 休養型 北部 ② 移設 

6 街区公園 幸町児童公園 当公園は緑地型であるため、緩衝緑地とし

て維持保全を行う。 

D 緑地型 北部 
 

 

7 街区公園 柏木児童公園 当公園は子ども型であり、遊戯施設も多数

設置しており、比較的良好な状態なので、

現状維持とする。 

B 子ども型 北部 
 

 

8 街区公園 弥生北町児童公園 当公園は休養型であるため、施設は現状維

持とし、休養施設については時期を見て更

新する。 

D 休養型 北部 
 

 

9 街区公園 弥生中央公園 遊戯施設も無い緑地型であるので施設の再

編は発生しない。 

C 緑地型 北部 
 

 

10 街区公園 弥生児童公園 当公園の施設において劣化Ｃ判定が２基存

在し、使用見込みが過ぎている施設は更新

とする。（更新：水飲場１基） 

A 交流型 北部 ③ 更新 

11 街区公園 弥生東公園 当公園は交流型であり、遊戯施設も多数設

置しているので現時点において現状維持と

する。 

B 交流型 北部 
 

 

12 街区公園 ひばり児童公園 当公園は交流型であり、遊戯施設も多数設

置しているが、特に問題は無いので現状維

持とする。 

B 交流型 北部 ② 更新 

13 街区公園 美生川沿運動広場 当公園は交流型であるが、遊戯施設は雲梯

が１基あり、特に問題は無いので現状維持

とする。 

B 交流型 北部 ② 更新 

14 街区公園 美園児童公園 当公園は子ども型であり、砂場とプレイウ

ォールが劣化Ｃ判定となっているので更新

とし、他公園よりブランコ・スイング遊具

を移設してくる。 

B 子ども型 北部   

15 街区公園 麻生東児童公園 当公園は子ども型であるため、複合遊具に

て劣化Ｃ判定となっているので施設の更新

を行う。また、西園児童公園より遊具を移

設により調達する 

B 子ども型 南部 ② 更新 

16 街区公園 麻生児童公園 当公園は子ども型であるが遊具が少ないた

め、花園西児童公園より遊具を移転する。 

A 子ども型 南部  他公園より移設 

17 街区公園 錦町児童公園 遊具の鉄棒を花園西児童公園から移設によ

り調達する。 

C 交流型 南部 ① 他公園より移設 

18 街区公園 錦町西児童公園 交流型であるが遊具が少ないので、南が丘

児童公園から複合遊具、ブランコを移設に

より調達する。 

C 交流型 南部 ① 他公園より移設 

19 街区公園 花園西児童公園 当公園は緑地型であるため、ブランコ、滑

り台、ジャングルジム、スイング遊具Ｘ２

は麻生児童公園へ移設、鉄棒のみ錦町児童

公園に移設する。 

B 緑地型 南部 ② 移設 

 

20 街区公園 南が丘児童公園 高齢者型公園であるため、ベンチ２基を増

設し、使用見込み期間が残っている遊戯施

設は錦町西児童公園へ移設する。 

C 高齢者型 南部 ①  

21 街区公園 南町児童公園 遊戯施設の多くが使用見込み期間が残って

いるので、現状態を維持していく。遊具の

ブランコ、複合遊具を南が丘南街区公園か

ら移設により調達する。 

C 交流型 南部 ① 他公園より移設 

22 街区公園 南が丘南街区公園 当公園は高齢者型であるため、複合遊具、

ブランコを南町児童公園へ移設する。 

D 高齢者型 南部 ① 移設 
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番

号 

公園種類 公園名 作業方針 再編

評価 

再編コン

セプト 

ゾーン 再編順

位 

施設 

23 街区公園 松林公園 当公園は子ども型であるが、遊戯施設も多

数設置しており、比較的良好な状態なので

現状維持とする。 

A 子ども型 東部 
 

 

24 街区公園 たいせい公園 当公園は子ども型であるが、遊戯施設も多

数設置しており、比較的良好な状態なので

現状維持とする。 

A 子ども型 東部 
 

 

25 街区公園 青葉緑地公園 休養施設に位置づけしている本公園にはベ

ンチが３基あるが、劣化判定でＣ判定とな

っているため更新する。 

C 休養型 北部 ① 更新 

26 街区公園 あいあい公園 当公園は交流型であるが、遊戯施設も多数

設置しており、比較的良好な状態なので現

状維持とする。 

A 交流型 北部 
 

 

27 街区公園 イリス公園 当公園は交流型であるが、遊戯施設も多数

設置しており、比較的良好な状態なので現

状維持とする。 

A 交流型 北部 
 

 

28 総合公園 芽室公園 当公園は交流型であるが、公園施設につい

ては別計画により方針を策定する。 

A 交流型 北部 
 

 

29 近隣公園 ピウカ公園 当公園は交流型であるが、遊戯施設も多数

設置しており、比較的良好な状態なので現

状維持とする。 

A 交流型 北部 
 

 

30 近隣公園 東工北１公園 パークゴルフ場として維持保全を図ってい

く。 

D 交流型 東工業団地 
 

 

31 近隣公園 東工北２公園 当公園内の健康遊具及びスイング遊具ベン

チが劣化Ｃ判定及び使用見込み期間が超過

しているので更新する。 

C 休養型 東工業団地 ③ 更新 

32 近隣公園 芽室東公園 人気が有る公園であるので、現在は問題無

いが今後とも維持・向上に努めていく。 

A 交流型 東部 
 

 

33 近隣公園 芽室西運動広場 運動場として特化した公園である。現在は

問題無いが今後とも維持・向上に努めてい

く。 

A 交流型 南部 
 

 

34 地区公園 芽室南公園 当公園には劣化Ｃ判定の施設が多数有る

が、使用見込み期間を超過していない施設

は修繕とし、超過した施設は更新とする。

また、芽室公園にある多目的運動施設が

Park-PFI 予定地となることから、芽室南公

園多目的グラウンドがソフトボールや野球

など、多くの利用が見込まれるため、トイ

レの更新が必要となっている。（更新：ス

イング遊具、スプリング遊具、トイレ） 

A 交流型 南部 ① 更新 

35 地区公園 南多目的運動公園 運動施設が多く、遊戯施設が無いので、複

合遊具の設置を検討する。 

B 交流型 新生 
 

検討 

36 緑地 ピウカ緑地公園 特に施設がないことから緑地として維持し

ていく。 

C 緑地型 北部 
 

 

37 緑地 ピウカ緑地 休養型の公園であるため、基本的に遊戯施

設は西町児童公園へ移設する。（移設：リ

ンク遊具） 

B 緑地型 北部 ② 移設 

38 緑地 芽室霊園緑地公園 パークゴルフ場として特化した公園であ

る。現在は問題無いが今後とも維持・向上

に努めていく。 

C 交流型 南部 
 

 

39 緑地 錦町中央緑地公園 緩衝緑地として維持・保存する。 D 緑地型 南部 
 

 

40 緑地 錦町緑地公園 緩衝緑地として維持・保存する。 D 緑地型 南部 
 

 

41 緑地 中央緑地公園 緩衝緑地として維持・保存する。 C 緑地型 北部 
 

 

42 緑地 東栄緑地公園 緩衝緑地として維持・保存する。 C 緑地型 北部 
 

 

43 緑地 美生川河川敷公園 パークゴルフ場として特化した公園であ

る。現在は問題無いが今後とも維持・向上

に努めていく。 

D 交流型 北部 
 

 

44 緑地 弥生緑地公園 緩衝緑地として維持・保存する。 D 緑地型 北部 
 

 

45 緑地 大成緑地公園 緩衝緑地として維持・保存する。 D 緑地型 東部 
 

 

46 緑地 東工西１７号緑地公

園 

緩衝緑地として維持・保存する。 D 緑地型 東工業団地 
 

 

47 緑地 東工北緑地公園 緩衝緑地として維持・保存する。 D 緑地型 東工業団地 
 

 

48 緑地 上美生公園 良好な緑地公園として、現在は問題無いが

今後とも維持・向上に努めていく。 

B 休養型 上美生 
 

 

49 緑地 大成緑地 緩衝緑地として維持・保存する。 B 緑地型 東部 
 

 

50 緑地 会館緑地 緩衝緑地として維持・保存する。 A 緑地型 東部 
 

 

51 緑地 緑町緑地 緩衝緑地として維持・保存する。 D 緑地型 北部 
 

 

52 緑地 南町緑地 緩衝緑地として維持・保存する。 D 緑地型 南部 
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〇公園施設別対策一覧表 
 
【北部地域】 
 
管理

番号 

公園名 公園施設名 劣化

判定 

対策 使用見込

み更新年 

撤去 

(千円) 

移設費 

(千円) 

改築･更新 

(千円) 

移設先公園 

1 緑栄児童公園 砂場 C 使用見込み期間が過ぎ、

劣化Ｃ判定のため撤去。 

2018 75   

 
  

1 緑栄児童公園 スプリング遊具 B 子ども型公園に移設。 2049 

 

144 

 
柏木児童公園 

1 緑栄児童公園 滑り台 B 子ども型公園に移設。 2043 

 

438 

 
柏木児童公園 

1 緑栄児童公園 ブランコ B 子ども型公園に移設。 2055 

 

1,008 

 
柏木児童公園 

2 西町児童公園 健康器具 B 高齢者型公園に移設。 2049  262  
緑栄児童公園 

3 緑町児童公園 滑り台 B 子ども型公園に移設。 2032  438  柏木児童公園 

3 緑町児童公園 ブランコ B 子ども型公園に移設。 2032  424  
美園児童公園 

3 緑町児童公園 鉄棒 B 子ども型公園に移設。 2032  262  柏木児童公園 

4 西園児童公園 プレイウォール D 劣化判定Ｄのため撤去。 2010 100   
 

4 西園児童公園 砂場 C 劣化判定Ｃのため撤去。 2010 75    

4 西園児童公園 滑り台 B 子ども型公園に移設。 2054  438  
麻生東児童公園 

4 西園児童公園 グローブジャン

グル 
A 子ども型公園に移設。 2054  185  麻生東児童公園 

4 西園児童公園 鉄棒 B 子ども型公園に移設。 2054  262  麻生東児童公園 

4 西園児童公園 ジャングルジム B 子ども型公園に移設。 2054  950  麻生東児童公園 

5 大和児童公園 砂場 C 使用見込み期間が過ぎる

ため撤去。 

2025 75  

 
  

5 大和児童公園 スイング遊具 B 子ども型公園に移設。 2032   144  美園児童公園 

7 柏木児童公園 砂場 C 使用見込み期間が過ぎ、

劣化Ｃ判定のため更新。 

2010     1,500   

10 弥生児童公園 階段 C 修繕（見積依頼）。 2020      

 

10 弥生児童公園 水飲場 C 使用見込み期間を超過の

ため更新。 

2020     1,679   

14 美園児童公園 プレイウォール C 使用見込み期間が過ぎ、

劣化Ｃ判定のため更新。 

2007    2,000   

14 美園児童公園 砂場 C 使用見込み期間が過ぎ、

劣化Ｃ判定のため更新。 

2007   1,500  

合計      325 4,955 6,679  
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北部位置図 

 
 
 
 
 
 
  

滑り台 
ブランコ 
スプリング遊具 

健康遊具 

滑り台 
鉄棒 水飲場の更新 

階段の修繕 

スイング遊具 

砂場、プレイウォール 
の更新 

ブランコ 

移設 

移設 

南部の麻生東児童公園へ移設 
滑り台、グローブジャングル、鉄棒 
ジャングルジム 
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【南部地域】 
 
管理

番号 

公園名 公園施設名 劣化

判定 

対策 使用見込

み更新年 

撤去 

(千円) 

移設費 

(千円) 

改築･更新 

(千円) 

移設先公園 

15 麻生東児童公園 複合遊具 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため更新。 

2005   4,971  

15 麻生東児童公園 砂場 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため更新。 

2005 
 

  1,500   

16 麻生児童公園 砂場 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため更新する。 

2007    1,500   

17 錦町児童公園 砂場 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため更新する。 

2012    1,500   

17 錦町児童公園 鉄棒 B 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため撤去、花園

西児童公園から移設。 

2011 26      

17 錦町児童公園 置物遊具 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため更新。 

2011    700   

17 錦町児童公園 ベンチ C 修繕（見積依頼）。 2026       

19 花園西児童公園 滑り台 B 子ども型公園へ移設。 2010  438  麻生児童公園 

19 花園西児童公園 ブランコ B 子ども型公園へ移設。 2010  702  麻生児童公園 

19 花園西児童公園 鉄棒 B 交流型公園へ移設。 2010  262  錦町児童公園 

19 花園西児童公園 グローブジャン

グル 

B 子ども型公園へ移設。 2017  184  麻生児童公園 

19 花園西児童公園 スイング遊具 A 子ども型公園へ移設。 2035  144  麻生児童公園 

19 花園西児童公園 スイング遊具 B 子ども型公園へ移設。 2035 

 

144 

 

麻生児童公園 

20 南が丘児童公園 滑り台（小） B 交流公園へ移設。 2029 

 

344 

 

錦町西児童公園 

20 南が丘児童公園 スプリング遊具 A 交流公園へ移設。 2029 

 

144 

 

錦町西児童公園 

20 南が丘児童公園 複合遊具 B 交流公園へ移設。 2044   1,000 

 

錦町西児童公園 

20 南が丘児童公園 ベンチ  高齢者型であるため、施設

の追加。 
   818 2 基分の費用 

21 南町児童公園 砂場 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため更新する。 

2016     1,500   

22 南が丘南街区公園 スプリング遊具 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため時期を見て

撤去。 

2022 26   
 

  

22 南が丘南街区公園 スプリング遊具 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため時期を見て

撤去。 

2022 26   
 

  

22 南が丘南街区公園 ブランコ B 交流型へ移転。 2054 

 

424 

 

南町児童公園 

34 芽室南公園 パーゴラ C 劣化Ｃ判定で使用見込み期

間があるので修繕とする。 

2046     

34 芽室南公園 パーゴラ C 劣化Ｃ判定で使用見込み期

間があるので修繕とする。 

2029     

34 芽室南公園 複合遊具 C 劣化Ｃ判定で使用見込み期

間があるので修繕とする。 

2037     

34 芽室南公園 スイング遊具 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため更新する。 

2025   2,372  

34 芽室南公園 スプリング遊具 C 使用見込み期間が過ぎ、劣

化Ｃ判定のため更新する。 

2025   928  

34 芽室南公園 鉄棒 C 劣化Ｃ判定で使用見込み期

間があるので修繕とする。 

2037     

34 芽室南公園 水流 C 劣化Ｃ判定で使用見込み期

間があるので修繕とする。 

2031     

34 芽室南公園 トイレ B 芽室南公園多目的グラウン

ドの利用者の増加が見込ま

れるため更新する。 

2055   70,000  

合計      78 3,786 85,789  
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南部位置図    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【東工業団地】 
 
管理

番号 

公園名 公園施設名 劣化

判定 

対策 使用見込

み更新年 

撤去 

(千円) 

移設費 

(千円) 

改築･更新 

(千円) 

移設先公園 

31 東工北２公園 健康器具 C 更新 2014   963  

31 東工北２公園 水飲場 C 更新 2027   1,679  

31 東工北２公園 シェルター C 令和８年 更新予定 2030   －  

31 東工北２公園 ベンチ C 更新 2011   409  

合計        3,051  

 
東工業団地位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブランコ、滑り台 
グローブジャングル 
スイング遊具２基 

鉄棒 

滑り台（小） 
複合遊具 
スイング遊具 

ブランコ 

砂場の更新 

置物遊具の更新 
ベンチの修繕 
鉄棒の撤去 

スプリング遊具の撤去 

健康遊具の更新 
水飲場の更新 
シェルターの更新 
ベンチの更新 

複合遊具の更新 

ベンチ
２基の
追加 

北部の西園児童公園から移設 
滑り台、グローブジャングル、鉄棒 
ジャングルジム 

移設 

スイング遊具の更新 
スプリング遊具の更新 
トイレの更新 
パーゴラ２基の修繕 
鉄棒の修繕 
複合遊具の修繕 
水流の修繕 
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4-2 公園等再編実施の情報公開や住民参加 

住民参加による計画の推進 

計画策定時に実施したアンケートやワークショップで得られた町民意見を尊重し、今

後の整備においても以下のとおり住民参加の機会を設け、協働による公園づくりを推進

します。 

 

１．住民説明会等の開催（近隣対話の重視） 

個々の公園整備設計にあたり、整備目標や機能に関する説明会を開催します。近隣住

民からの意見聴取や対話を重ね、ニーズに即した公園を目指します。 

 

２．大規模公園でのワークショップ開催 

 地区公園や近隣公園などの大規模な公園については、ワークショップや意見交換会を

実施します。町民と将来像やアイデアを共有し、設計に反映させます。 

 

３．積極的な情報発信 

 説明会やワークショップの開催情報、進捗状況については、町ホームページ、広報誌、

ニュースレター等を通じて広く周知・提供します。 

  

 

 

 

 

 

 

  



－ 112 － 

4-3 公園等の維持管理費の縮減に向けた取り組み 

○公園施設機能の見直しによる経費削減 

本計画に基づき、以下の取り組みを通じて維持管理費の低減を目指します。 

 

・施設数の適正化 

公園内施設の再編を行い、全体の施設数を減少させることで、点検費や修繕費など

の維持管理コストを削減します。 

 

・照明設備のＬＥＤ化 

老朽化した照明設備を、長寿命で省電力効果の高いＬＥＤ照明へ更新し、電気料金

等の経費削減を図ります。 

 

・舗装材の見直し 

公園の利用状況に応じて、芝生舗装からダスト舗装への転換を進め、維持管理費の

低減を図ります。 

 

・長寿命化整備の推進 

長寿命化整備においては、耐久性に優れ、メンテナンスフリーな材料を採用するこ

とで、将来的な維持管理費の抑制を図ります。 

 

4-4 今後の公園等の維持管理に向けて 

〇持続可能な維持管理体制の構築 

現在の公園維持管理は、直営、委託、公共サービスパートナー制度を活用して実施

していますが、今後は人口減少や高齢化による管理の担い手不足が懸念されます。 

そのため、将来にわたる持続可能性を確保すべく、民間活力の更なる活用や、地域

住民・ボランティアの参画促進を含めた、効率的かつ効果的な維持管理体制について

検討を進めます。 
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4-5 計画の見直し 

〇計画期間と見直しの方針 

１．計画期間 

本計画は、次期「第６期芽室町総合計画」との整合を図り、２０３４（令和１６）

年度までの期間とします。 

これにより、大規模な施設更新や公園の抜本的なコンセプト転換など、長期的な視

点が必要な事業についても、一貫性を持った計画的な整備が可能となります。 

 

２．計画の見直し 

社会情勢の変化や計画の進捗状況に応じ、適宜中間見直しを行います。 

技術革新や少子高齢化の進行、感染症対策など、社会情勢や利用ニーズの変化を的

確に把握し、計画に反映させることで、長期にわたり実効性と妥当性を維持します。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルに基づく進捗管理・計画の見直しの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域のニーズ調査 
・目標の設定 
 
 
 

・施設整備工事の実行 
・完成後の公園施設の日
常的な維持管理と利用
促進活動の実施 

 

・設定目標の達成度 
・住民意見、利用者アン
ケート、管理データに
基づき、計画と実績の
「ズレ」を検証 

・評価結果に基づき、後期
の整備内容、管理体制を
修正・最適化 
・計画未達の原因を分析
し、改善策を実行に移す 


